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の
関
係

現
行
刑

JA伐
に
悶
す
る
刻
刻
り
学
説
に
は
、
一
品
目
変
更
の

1

以
界

h
b
い
し
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可
否
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問
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訴
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「vポ
杭
恨
む
γ
、
通
じ
chvu訴
事
実
の
同
一
性
同
維
抗
さ
れ
な
け
れ
ば
な
、
り
な
い
L
U
E
z
乞
え
め
る
規
定
で
あ
る
が
、
立
の
炉
一
日
は
、

U
U

下、人以

（り効
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ど
の
問
題
2
1
v

j
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〉
一
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
刑
訴
法

名
門
前
、
は

起
訴
状
に
記
較
さ
れ
ど
訴
凶
メ
は
出
争
、
の
辺
折
、
倣
同
又
は
変
児
を
一
前
L

？
と
同

ふ
」
の

「
公
訴
事
実
が
別
偶
の
J

れ
の
ζ

司
れ
ば
、
被
告
事
件
目
七
の
さ
一
の
が
変
一
史

3
れ
る
い
一
乙
に
司
る
の
で
あ
っ
て
、

Z
一
、
れ
は
刻
ヨ
起
訴
の

F
続

に
4
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
」
乙
に
求
め
ら
れ
る
も
の
乙
さ
れ
る
「
な
わ
ち
、
河
規
定
が
、
訴
直
心
安
一
更
を
公
訴
事
実
の
可

性
Jt需
し
以
い
限
山
は
に
お
い
て
t

の
み
斤
し
て
い
る
こ
に
に
つ
川
て
は
、
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欠
Jみ
り
効
力
は
、
欠
Jみ
辛
党
、
一
G
J

日
は
ち
検
察
官
心
恒
訴

状
に
お
い
て
指
定
L
ア
引
叫
芥
事
実
に
ょ
っ
と
以
光
ミ
れ
」
、

一
一
れ
い
官
の
指
定
L
U
J公
訴
事
実
刀
札
に
は
及
は
な
い
」

と
い
う
烹
昧
に
お

レ
て
、
公
品
刊
誌
起
の
川
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を
倍
石
川
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趣
旨
に
型
肝
さ
、
れ
し
い
た
の
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存



r日

の
問
胞
は
「
審
判
の
汁
象
し
）
な
り
ム
る
右
中
エ
ん
の
問
題
で
あ
る
い
仏

ポ
に
、
公
一
昨
の
効
力
が
及
ぶ
事
実
の
範
闘
の
問
Jdι
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
川
訴
去
一
一

こ
こ
に
お
い
て
は
、
訴
肉
決
更
の
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限
界
」
な
し
し
「
司
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界
を
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
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に
よ
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て
到
し
て
い
る
ふ
I
H
に
つ
い
て
は
、
「
公
訴
は
、

J
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対
象
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話」

「
九
一
ピ

つ
い
て
、
倹
察
官
の
山
町
ー
し
た
絞
吉
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以
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そ
の
効
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な
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事
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九
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も
、
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に
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て
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訴
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〕
仕
る
べ
き
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下
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戸
に
は
及
ひ
え
注
い
日
を
町
、
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m
に
す
る
規
定
、
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し

て
問
問
さ
れ
に
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
ろ
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」
、
｝
で
は
、
訴
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変
史
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－
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験
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懇
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問
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日
出
位
、
「
審
判
対
象
」
心
問
也
と
し
て
扱
う
制
度
的
前
艇
が
一
特
許
〆
て
い
た
の
で
あ
る
一

こ
れ
に
対
し
て
、
現
行
刑
訴
法
に
お
い
て
は
、

一
少
な
く
と
も
訴
河
村
議
説
に
乙
れ
ば
、
）

訴
国
制
反
主
守
人
さ
れ
、
J
拭
汀
山
川
の
審
法

主
い
1

〆
川
リ
円
以
の
対
象
が
一
品
同
に
限
定
さ
れ
る
v

乙
に
な
っ
て
続
出
木
、
訴
因
こ
の
間
に

1

公
訴
事
実
の
向
性
」
が
認
町
、
い

J

れ
る
よ
う
な

事
完
で
あ

f
J

て
も
、
そ
れ
汁
体
が
、
【
た
と
え
げ
け
い
、
そ
心
予
備
的
－
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一
ι山
川
記
絞
ま
ー
～
は
、
】
白
川
e

変
更
、
と
い
う
か
た
ら
C
）
訴
司
と
し

Lふ一

亡
訴
訟
丁
続
に

i
柱
さ
れ
は
い
限
り
は
、
数
列
昨
に
よ
る
存
河
は
い
し
刈
決
の
対
象
と
は
は
ら
な
く
な
っ
～
～
J

も
の
乙

3
れ
γ
Q
o

ぷ
の
ム
恩

味
に
お
レ
て
、
現
行
刑
訴
法
に
お
け
る
一
宥
判
対
象
」
は
、
少
汁
ゆ
く
と
も
山
接
的
に
は
、

一
会
訴
宇
＋
工
へ
な
唱
し
公
訴
事
実
の
日

内主

に
よ
〆

L
で
は
尽
く
、

1

f

押
囚

に
よ

J
J

て
両
大
れ
る
、
一
と
に
な
コ
た
の
で
丸
打
、
そ
の
結
果
、
現
行
法
正
も
と
で
は
、
ー
公
訴
お

中
人
一
と
い
し
一
公
許
申
%
の
同
性
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一
否
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対
象
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V
H
同
短
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し
て
詠
ず
る
坪
論
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人
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必
然
性
は
ロ
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
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も
ち
ム
ツ
ん
、
反
行
刑
訴
枯
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
に
よ
る

1

審
判
（
U
l叱
象
が
訴
同
に
間
限
定
さ
れ
る
と
し
て
也
、
中
」
の
訴
凶
エ
れ
け

体
の
変

J

史
の
可
恒
松
い
が
認
め
ら
れ
C
い
る
た
め
、
そ
の

立
い
し
可
ぶ
門
」
J
P」

yhす
る
公
訴
事
完
の
川
住
」
の
域
念
は
、

間
抜
的
に
は
、
引
説
訴
訟
に
お
い
て

1

審
判
の
斗
象
L

と
な
り
h

つ
る
事
実
の
い
相
同
を
も
直
す
る
と
と
い
な
る

r

しし
P
し
訟
が
う
、
訴
悶

と
寸
れ
や
は
、

ま
た
、
「
そ
れ
に
つ
い
て
検
訟

H
r脊判
宇
一
中
川
川
い
す
る
、
品
帆
察
ι口
の
ム

の
点
矢
田
九
日
小
＼
「
ぃ

仁
氏

ヌ
ハ
一
市
の
変
史
P

－
八
る
泌
河
と
訳
い
川
内
一
心
ゾ
ん
校
の
問
yU」
さ
あ
る
と
す
れ
ば
な
お
さ
ら
、
そ
の

1

版
卯

な
い
し

r
d
z
h
円
は
、
持
一
次
的
に
は

一条

あ
く
ま
で
司
幻
「
公
訴
の
対
象
L

t
な
江
戸
、
る
事
長
の
範
凶
の
問
題
と
し
て
論
わ
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
円
や
れ
る
」
実
際
、

f'J ii司4ヲ7：決

こ
の
白
に
持
し
て
は
、
一
裁
判
所
の
い
佐
川
吋
は
い
か
止
る
事
去
に
及
ふ
か
」
を
向
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
吋
事
者
て
あ
る
一
一
政
経
宵
の
八
ム

訴
は
J

か
な
る
市
y
z
人
に
及
ぶ
か
」
を
問
題
と
す
る
ほ
う
か
、
刑
訴
法
二

一AZ
品
川
、
の

公
訴
事
実
り
司
一
件
i

と
ジ
フ
文
一
円
に
也
実

ヘ
会
理
解
で
あ
る
ど
け
で
な
か
＼
訴
附
剤
投
の
必
礁
に
あ
る
「
当
当
者
＋
仁
義

な
い
し
ぶ
叫
J

刻
、
半
義

に
畑
地
本
的
な
思
議
構
成
で
あ
る
と
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r日

し
う
ベ
ミ
、
で
は
な
か
ろ
う
か
、

限
界

と
こ
ろ
い
β

そ
の
後
心
学
説
に
お
い
一
に
は

一品

E
F久
史
の

白
い
し
可
否

の
同
日
廷
は
、
む
L
ろ
白
茶
、

1

審
判

J、
円問

対
象
論
、
二
関
連
つ
け
て
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

「
限
界
」
な
い
し

市
〕
か
ー
ー
そ
の
v
川
披
と
じ
て
、
そ
も
そ
ー
も
訴
囚
交
況
の

4T台
」
り
問
題
と
存
可
対
象
AAM
－
と
の
刈
に
「
斗
ハ
体
的
に
い
か
へ
は
4
0
1係
向
J

刃
叫
け
叫
ん
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
か
な
ら
ず
し
も
i
分
な

述
端
的
段
討
が
行
わ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
尽
わ
れ
る
n

と
、
」
ろ
で

一
審
判
汁
象
論

審
判
心
持
象
は
、
訴
凶
川
か
公
一
品
判
官
下
実
か
一
宮
問
題
と
す
る
も
の
で
お
る
ぷ
一
ペ
ニ
ー
れ
に
は
、

と
は
、

番
刊
の
対
象
の
兆
貿
し
い
q

か
ん
の
…
町
民
一

2
一
本
判
刊
の
対
象
の
記
判
レ
か
ん
の
開
山
山
市
川
四
一
と
工
つ

一
一
つ
の
丙
一
か
糸
る
と
さ
れ
、
山
者

は
、
一
審
判
の
し
ー
ペ
象
は
賊
疑
な
の
か
、
そ
れ
と
も
ふ
下
張

す
な
わ
ら
ふ
下
張
さ
れ
た
刻
念
形
象
な
の
か
官
、
後
者
は

政
判
一
小
川
r
高

う ・11;
もの
の権
〉手lj
コミ フシ

h n 
るさCち

義
務
'?:' 
角

約

凶
刀ユ

子
れ
は
日
計
四
に
限
九
一
れ
A
V

か、

そ
れ
と
も
伝
説
事
実
む
〈
l

杯
L

及
ぶ
か
一
を
同

訴

p
変
市
～
口
一
限
界
な
い
し
川
市
門
は
、
こ
の
λ

ち
、
下
J
し
て
、
読
書
、
U

4

U

怖
の
判
象
心
佐
世
間
〔
い
か
ん
の
問
題
、
寸
な

しれち一、
1

守
谷
川
刊
の
対
象
は
域
疑
な
の
か
、
ノ
ご
れ
〆
γ
も
ち
張
、
す
な
わ
ち
ち
正
討
さ
れ
ス
観
念
ヌ
ゑ
な
の
か
と
い
う
閃
混
と
の
閲
述
に
お

い
て
一
一
説
諭
さ
れ
て
き
た
二
ご
り
l
H
ハ
体
的
に
は
、

「
公
訴
の

戸一、ノ一円リ泊代一ご
H
q
f
b
m焚山田士、

ι
f
zえ
J
l
f
i
’一

2
同
f
v

「
制
作
’
採
り
械
疑
』

て〉

て
、
て
の
向
性
を
考
え
る
か
」
、
そ
れ
乙
生
、
「
公

J

ゅ
の
提
起
を
仙
人
ん
守
山
こ
し
て
、
起
訴
状
記
載
の
が
珂
乙
決
史
後
の
一
品
川
内
い
し
の
ソ
…
較

か
ら
可
性
仏
を
判
断
f
る
か
」

y

し
い
う
問
題
と
の
悶
庄
に
お
い
て
民
間
さ
れ
に
せ
し
止
の
で
あ
る
つ

そ
の
ミ
え
で

審
時
付
象
論
」

界
し
相
帆
化
大
れ
た
嫌
疑
i

で
は
日
：
、

に
お
日
る
訴
同
対
象
一
訟
の
パ
表
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
森
内
は
、

そ
れ
に
つ
い
て
検
察
告
が
審
司
令
一
請
求
す
る
、
検
出
ぺ
一
七
日
り
で
張
ー

続
出
訴
…
オ
持
に

ヘム訴
F
突
の
バ

T
L

た
が

f
J

て

生
一
、
レ
認
め
ら
れ
る
か
お
か
は
、

訴
同
凶
と
訴
仰
と
の
比
較
の
問
川
辺
で
あ
〆
亡
、
嫌
疑
一
ぱ
レ
し
存
在
す
る
事
実
そ
の
も
の
の
門
店
て
は
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長
い
L

か
え
「
一
亦
凶
と

f

品
川
と
の
刷
二
乏
の
悶
係
方
あ
る
と
き
、
そ
の
摂
～
一
氏
を
な
す
甘
存
汗
「
ヱ
ヌ
人
』
目
同
さ
あ
る
と
『
考

ほ
か
な
い
も
の
こ
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
公
訴
事
実
へ
の
河
性
一
」
は
、
｜
｜
公
訴
事
実
対
か
小
説
に
ζ

れ
ば
、
旧
日
ば
以
来

の
伝
統
的
な
概
念
と
め
一
っ
て
、
そ
れ
は
い

荘、
A

C

J

7

4
1
%
L
i予
P

一
斗
グ
レ
t

他
心
実
作
f

「
ふ
る
」

詠
ヨ
変
更
の
限
界
設
定
日
一
九
J

め
心
機
能
快
念

市中
7

作
概
念
）

ず変

ぎ吏
／よす

い＂＇る」 J

も み号
ジヲ

説
明
" 0 
1し
7こ。

rど
ま
り
、

↓
元
在
物
で
は
hf
〈、

さ
ら

ι
ポ
四
社
象
一
誌
の
げ
す
l

明
か
ら
は

同
ァ
一
項
お
よ
ひ

川
井
法

J
h

六
条

合中小一し」「臨み
J

時
l

f
仏、弘山ツ
G

い
は

公
訴
出
実

の
Ti一↓hj
一
体
デ
↓
削
除
す
？
き
だ
と

中
人
」
に
ん
μ

の
’
沢
一
副
事
実
闘
に
「
礼
抜
大
れ
た
犯
mfJ
事
実
ピ
遣
、
九
る
な
収
約
一
呼
は
な
い
一

2
い
う
川
町
な
い

L
事
実
が
訴
訟
の
世
界
い
存
立
（
い
す
る
の

C
は
な
く
起
訴
状
に
当
初
一
記
載
さ
れ
て
い
た
一
仲
間
川
と
給
叫
ん
ポ
宵
が
そ
れ

の
で
あ
h

一
一
副
因
と
は
別
に

事
実
」

／
三
れ
る
の
に
対
し
て
｜
｜
「
訴
訟
物
を

ろ乙f

万丈

車
一
の
一
公
訴
宇
高

を
一
管
内
の
け

川
川
様
の
門
出
店
関
心
か
ら
、
一
一
公
訴
お

二
変
更
す
る
」
と
な
求
め
て
い
る
別
の
訴
凶
と
が
、
別
細
心
訴
訟
J
絞
て
は
な
く
当
該
訴
訟

T
絞
内
に
お
い
て
雰
凹
判
決
し
レ
ト
も
よ
い

「
関
係
』
に
－
…
ら
と
い
う
立
は
で
あ
る

J

の
陪
摘
も
た
手
れ
る
に
手
っ
て
い
る
じ

） υ 

一

斗
~ 

才L
／よ) 
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悶
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象
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(1 i 

4
の
よ
〉
つ
に
、

従
天
心
ー
リ
γ
説、

ー
）
り
わ
け

一
想
以

「
審
判
の
対
象

t

公
訴
の
対
象

の
間
町
唱
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
γ
と
な
く
、
一
み
肉
従
由
ん
の

一条

もJ、
r 
' . 
「
帯
判
汁
品
京
市
」

の
問
題
の

ー
子
、
位
信
づ
一
げ

3
7
え
亡
、
そ
の
判
断
れ
れ
怜
河
と
仕
る
公
浜
市
事
』
冗
」
に
つ

L
て、

y
ご
の

君
、
」
と

L
て
の
性
刷
貝
を
論
じ
こ
に
ぎ
止
と
い
う
ご
J
が
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し
か
し
、
、

Z
M
h
b
－U
諸
ト
ノ
鮮
の
同
組
誠
心
が
、
は
に
じ
て
立
に
一
審
判
心
対
象
の
性
質
い

同
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
な
ピ
な
ら
、
一
品
河
対
象
vd
の山
u
t
h
I
H日
ζ

な
る
問
題
材
心
炉
、

と
ら
、
れ
、

公
訴
H
h日
｝
の
と
き
什
川
打
し
は
は
提
出
さ
れ
ず
、

起
訴
状
ど
け
か
法
山
手
、
れ
る
h

てし

版

界

な

い

J

可
否
を
、
日
比
四
明

に
あ
っ
た
り
日
に
つ
い
と
は
、
ケ
山
見

一
利
刊
行
法
心
？
も
と
や
は
起
訴
伏
木
、
一
丁
弐
が

に
な
コ
人
結
岡
市
、
一
起
訴
状
の
ヰ
賞
、 公

ゐ下ー市
H
T



r日

こ
こ
に
記
哉
さ
れ
た
犯
罪
常
人
ん
の
性
同
刊
に
フ
し
い
て
も
、

川
法
時
代
と
リ
瑳
ッ
て
考
え
る
必
安
」
げ
か
パ
じ
た
と
い
λ
ー
ミ
こ
に
あ
ワ
た
乙
ず
れ

以
、
，
r
一
、
」
で
は
、
｛
一
九
州
民
的
に
は
、
審
判
の
対
象
の
性
質
い
か
ん
こ

U
A
よ
れ
ー
も
、
h
〕
し
ろ
、

公
訴
の
対
象
の
性
質
い
か
む
が
問

J、
円問

組
一
さ
れ
て
い

か
り
で
あ
る
つ

こ
の
庁
」
／
｝
解
明
「
る
に
は
、
訴
対
対
象
説
が
、

一
公
訴
事
実
」

J) 

制
U
J
V」
2
恥
一
ハ
バ
L
7
I
L

、

公
訴
事
実
り
司
二
性
t

を
一
訴
材
、
t
一歩

川
川
の
沈
絞
り
同
市
山
L

あ
る
い
は
ー
訴
国
交
妊
心
限
界
設
定
の
た
め
の
一
段
能
概
念
」
と
し
て
連
解
「
べ
舎
で
あ
る
；
説
く
に
あ
た
っ
と
向

出
と

l
亡
き
た
り
が
、

川
心
7
J
怖
の
仮
設
問
吐
給

一はず、
J

コ
P

、J

一品、ヲ一ー、司ーし

0

、

が
叱
－
L
J
W
J
J
サ

Jι

〆i
v
h
u

日

り

み

〆

“

、

！

恒

三

裁
判
所
の
も
つ
嫌
疑
と
授
青
山
川
坊
の
も
つ

い
同
疑

u
断
絶

と
い
う
一
現
行
法
行

1
4ー
存
法

で
あ
っ
と
の
か
を
検
汁
し
と
お
く
必
中
氏
d
J
J

↓
わ
る
よ
う
に

E
わ
れ
る
〈

か
い
J

に、
J

刑
囚
ん
象
イ
荒
川
小
、

刑
事
手
続
の
仮
設
的
性
格
、
す
な
わ
ら
、

（
被
岳
人
が
判
定
の
犯
罪
わ
為
吉
行
う
に
と
い
う
〕
怨

lu

の
真
偽
は

裁
判
所
に
よ
る
終
民
的
な
れ
針
が
い
i

き
れ
な
い
限
h
U
J

こ
と
わ
r
v
C
F同
υ

T
ぺ
仇
む
十
で
は

削
判
の
似
設
に
と
ど
ま
ヮ
て
い

し
て
、
あ
る
い
は
、
「
実
体
は
訴
訟
J
V
終
え
て
は
？
v

め
て
明
ら
か
に
な
る
の
て
ゐ
り
、
ァ
て
心
実
体
を
あ
ら
か
〕
め
想
定
し
て
訴
訟
叩
論

u
 

z
ピ
渓
悶
ナ
ゐ
の
は
J
A
I
Z
山
に
与
さ
わ
し
く
な
い
静
的
主
体
説
的
制
い
い
小
＋
刀
法

fcわ
る
」
と
い
λ

問
題
関
、
心
か
ら
「
公
訴
事
実
」
の
実

立
」
性
を
否
心
す
る
）
も
の
で
あ
る
と
ず
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
検
察
百
か
ら
裁
判
所
へ
の

1

持
続
の
引
献
す
き
」
が
行
わ
れ
る
も
r

否
L

y

r

か
か
わ
ら
ず
、
刑
一
三
ア
続

般
に
正
当
す
る
性
格
で
あ
る
か
、
い
つ
、

「
帝
刊
の
一
対
象

て
区
別
、

vc論
乙
る

l
f
F〉
j

L

F
h
F
3
1
υ
f
k
ー
ム
ペ
吃
J

y

y
～

必
変
は
か
な
り
ず
し
J

も
な
か
コ
た
ζ

い
え
よ
う
の

L
か
1
ν

な
h
h
v
LいJ

一
品
辺
対
象
説
が

の
「
悦
質
い
か
ん
を
間
道
、
こ
し
こ
さ
た
の
口
、
実
質
的
に
は
、
こ
の
よ
う

｛
審
刊
の
対
象

人守口
ω
此
で
の
「
川
川
平
手
続
一
け
似
説
的
性
格
ー

一枇
J

？
一
等
産
し
た
か
ら
乙
い
う
よ
り
も
、
人
じ
し
ろ
、

へ
起
訴
状
本
i
義
の
採
別
に
よ
り
」

品
叫

4
J
W
り
も
っ
嫌
疑
と
、

M
Mトム
V
絞
冴
の
も
つ
姉
従
；
は
断
絶
し
た
も
の
υ
、
と
す
る
と
、
起
訴
状
に
記
教
主
れ
に
訴
河
は
、
嫌
授
の
化

体
で
あ
J

J

J

L

ば
な
ら
ぽ
ー
γ

一
か
ら

は
、
芸
什
pt
ず
る
事
菜
、
立
札
所
さ
れ
と
平
実

と
し
て
で
ぽ
な
く

ミ昨
i斗
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「
、
ぃ
張
さ
れ
た
山
川
主
之
内
附
八
じ
一
万
象
た
る
主
主
？
ご
し
田
町
仰
併
す
ぺ

の
問
料
悶
心
ピ
よ
る
の
で
は
な
か
っ
た
か

空
ノ
際

刑
事

T
絞
り
仮
一
ぷ
的
性
格
」

一
殺
に
つ
い
て
は

忽
一
昨
状
に
記
哉
さ
れ
た
犯
罪
事
実
L

が

「
判
明
疑
を
一
点
ぶ
し
た
も
の
で

み
め
打
、

い
っ
し
ょ
に
枕
山
さ
れ
る
一
件
記
以
／
）
あ
い
ま
っ
て
、
持
一
弘
中
双
山
川
所
に
伝
達
す
る

T
段

と

あ

る
1

｝
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、

川
日
告
の
羽
山
山
か
ら
刈
仇
乃
ソ
確
定
ま
で

れ
山

れ
る
）
目
前
訴
以
に
持
し
て
も
、
一
平
必
の
存
J

仏
は
実
休
明
況
の
確
定
に
r
A

っ
て

hrげ
の
て
渋
川
止
ケ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
実
’
平
川
、
ほ
の
停一

本
心
速
い
ね

L
た
織
は
慣
が
先
尽
し
て
、
く
治
犯
が
、
訴
訟
の
実
咋
ー

一、ぃーァ、
t
占九一

定
に
主
る
山
花
は
、

U

に
似
想
JL引
L
N
M
胤
行
せ
ら
、
れ
る

し
と
の
指
摘
が
存
と
し
た
の
で
丸
ゎ
、

J
f
の
広
味
で
、
拘
禁
ざ
か
ら
裁

川
所
へ
の

嫌
疑
心
引
継
ぎ

が
な
さ
れ
る
と
不
「
と
に
か
お
わ
ら
ず
、
ー
訴
訟
珪
前

がん
W
T
l

枝
一
の
前
山
一
川
記
う
に
す
べ
斗
F
J
b

の
で
十
Y
Gと
い
》
つ

こ
と
が
立
さ
Q
が

一
出
国
4R尖
JLf
は

に
象
徴
き
計
る

旧
汗
い
と
が
均
五
と

き
ら
に
進
ん
亡
、
裁
判
一
吋
l
L
拾
い
れ
小
与
の

一
心
一
対
の
不
続
続

1日iC＇つ1て（〕

の
構
造
的
手
足
ハ
パ
子
高
収
C
U
J
匁
識
に
丸

b
わ
れ
て
い
る
と
考
え
、

hlJ
［
ろ
、
非
一
似
一
粒
む
切

E
1丘
町
調
す
る
こ
と
と
そ
、
刑
事
一
日
た
よ
じ
改

正
の
趣
旨
H

忠
実
な
ゆ
え
ん
だ
と
す
る
」
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
徴
士
有
し
て
い
た
と
い
よ
ー
べ
き
で
あ
λ
λ
ノJ

そ
h

つ
で
あ
る
と
お
司
れ
ば
、

訴
以
内
対
象
説
は
、
j
v
ρ
I
I
L
W
内
円
ヲ
｝

L
4
品
、

干

J
f
1
t
j
h

容
州
円
の
付
象
」
市
f
i
r－

て
い
ー
だ
と
し
て
、
も
、
実
↑
質
的

に
は
、
れ
7

し
ろ
、
担
古
川
一
機
関
の
J
M

つ
嫌
疑
」
の
一
件
去
、
ず
な
わ
色
、
険
祭
官
に
よ
る
公
訴
の
対
象
事
実
の
け
震
を
問
題
と
）
て

い
た
と
い
、
つ
べ
き
で
あ
る
t

言
，
に
巴
わ
れ
る
c

主人亡、

」
心
こ
と
は
、
訴
悶
必
死
に
よ
ノ
て
「
公
訴
守
実
の
同
一
叶
が
中
川
さ
れ
る
か

一条

否
か
の
日
附
古

J
ふ
司
乙
一
山
川
内
こ
の
ソ
…
較
の
向
日
叫
」
で
山
や
や
こ
す
る
同
公
滑
り
議
U
U
L
よ
ど
り
民
一
i
q
y
u
い
え
J
う
」
な
ゼ
な
口
、

汁
口
兄
舗
は
、

そ
れ
に
つ
い
て
検
察
Ahが
率
引
を
請
求
す
る
、
検
察

πCニ一長

「
〉
こ

J
i
η
l
l
r
 

「
訴
パ
」

zr、

と
り
に
義
す
る
の
と
あ
る
か
ら
、

f'J ii司4ヲ7：決

倹
察
官
が
存
却
を
請
求
す
J

る
、
検
祭
告
の
王
張
ー
と
し
て
の
日

較
の
問
訟
は

入
乙
、
L

J

一上

＋
A
T
寸
河
J
J〆
い
け
！
片
付

性
、
す
な
わ
ち
、
検
察
｛
h
h
v
ぷ一

訴
の
対
象
l
r
ず
る
宇
五
と
し
ζ
け
日

性
心
間
程
、
〈
し
に
や
置
づ
一
げ
ら
れ
る
へ
き
も
の

さ
ら
に
、
み
囚
変
更
U

P
A
山、

J

f
L
1
 
可
bJ
一
を
一
審
判
の
汁
象
一
心
開
川
堕
と
［
て
佼
置
守
つ
け
た
う
え
で
、
ー
公
訴
字
文

¥0 
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r日

の

実

引

性

を

r
引け宏、
1

1
公
説
明
j

川
売
の
同
一
仕
を
、
「
一
訴
附
と
一
市
図
の
に
は
刊
の
問
題
」
あ
る
い
は
訴
悶
伝
一
氏
の
限
界
説
ぷ
の
た

F

ロ

｛
述
論
的
、
長
際
的
、
あ
る
い
は
教
育
的
な
）
実
詐
が

め
の
機
詑
概
念
」
と
し
て
法
相
府
1

た
と
し
て
7

へ
そ
の
こ
乙
に
、
は
た
1

〕て、

J、
円問

訟
の
ら
れ
る
か
に
コ
い
て
も
疑
問
が
あ
る
ハ
な
さ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
、
訴
凶
変
更
の
「
限
界
な
い
し
「
川
否
」
心
判
断

長
掃
が
義
的

さ
も
！
ま
f

、
刑
訴
訟

粂

取
り
起
骨
丸
山
引
が
容
易
に
は
る
わ
け
で
も
な

ρ
か
ら
で
あ
る

U

に
ζ

へハh
、
訴
川
出
刻
家
一
試
の
げ
ぬ
か
ら
は
、
訴
囚
ζ

一
ん
肉
を
一
辺
較
し
て
日
作
」
古
川
断
ず
る
場
台
に
は
、
川
T
ζ

い
う
が
“
品
川
ひ
ら
み

れ
:f 
" 7臭

rコ

L 

L、
守ず

かも
方、,,, 

ぬ乙
I J 乙L
;r,, 1，、
G っ
こ机
と f!J
i~ 古

なら
る出み

才L
:t 
fcJ 
じ
c 
;!;, 

ト
っ
そ

3
3

7
r

〈

i

注
判
断
に
と
っ
て
ム
、
β
甫
要
で
↓
ぬ
る
と
き
、
内

」
香
川
対
象

む
叫
質
込
町
Z

しれ
7

一
体
か
ら
は

」量

と
さ
れ
る
か

川
川
見
解
に
よ
る

｜寸

的
に
い
か
な
る
市
’
川
一
か
ら
訴
同
開
の
阿
川
u判
桁
ハ
ピ
行
う
へ
き
て
あ
る
か
い
い
か
え
れ
ば
、

乙
と
い
う
視
角

の
旦
、
私
的

ヨ
ー
い
容
が

表
的
に
均
き
山
内
、
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い

ま
た
、

1

公
訴
事
実

ー
公
一
品
事
中
へ
の
同

N
U

ど
、
「
訴
回
変
更
の
限
界
設
定
の
ん
一
め
の
桜
医
机
主
と
し
て
但
は
い
し
た
と

小
、
〕

7

L

 

し
て
も
、
め
る
い
は
、
こ
れ
を
、
訴
区
と
訴
医
の
悶
に

1

別
個
の
訴
一
試
干
絞
と
は
な
〈
ψ
」
該
訴
訟
子
絞
内
に
お
い
て
害
程
刈
決
し
て
も

L
l

久、

関
係

に
よ
っ
て

に
あ
る
と
し
て
ノ
芯
味
」

に
問
解
ζ

～1y
し
て
も
、

こ
れ
に
し
か
な
る

「
桃
山
際

Jrポ
め
、

し、

「
訴
阿
波
一
門
ん
の
阪
出
立
は
｛
U
」
が
た
さ
れ
る
べ
き
か
、
そ
し
亡
、

レ
か
な
る
場
合
に
、
ー
判
例
と
訴
凶
の
闘
に
「
引
例
の

で
ま
な

く
当
誇
訴
A
I
h
－－
Mr叫
門
に
お
い
て
審
年
判
伏
L
て
も
よ
い

計
な
い
3

－
基
準
子
、

つ
れ
る
h

一
こ
に
仕
る
の
か
に
つ
い
て
の
実
質
的
な
判
断
指

行一

の
性
格
品
か
、

J

述
調
的
に
羊
か
れ
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る

一
関
係
日

ー
審
判
対
象
」

実
際
、
浜
国
対
尖
’
説
を
採
用
仕
い
）
ム
ス
己
刊
す
る
見
解
に
よ
れ
ば
、

公
訴
事
長
心
同
一
件
と
は
、
十
丁
張
さ
れ
た
主
宇
、

張
、
？
一
刈
丈
事
実
｛
訴
司
）
こ
の
比
較
の
同
説
で
あ
る
」
と
ご
ろ
、

事
長
は
川
’
州
叫
に
多
様
て
あ
り
、
事
実
？
て
う
れ
斗
什
ゅ
の
中
に
J

り

件
J

／一

決
定
さ
匂
山
花
川
川
P
J
J問
リ
ぷ

1
Cあ
る
わ
け
で
は
江
レ
マ
h
、
訴
訟
」
の
合
口
門
前
川
イ
に
従
っ
と
決
’
氾
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
レ
と

寸
ベ
ム
す
山

r

I

ノイ
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心
人
特
山
町
を
何
処
に
求
め
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
あ
る

方
、
こ
の
「
訴
訟
上
の
含
戸
的
け
の
H
ハ
体
的
内
内
科
の
田
町
解
は
、
作
論
者
、
炉
、
公
訴
！
一
だ
の
同
性
の
問
題
の
い
抑
止
辰
に
あ
る
〉
汽
れ
る

「
刊
的
円
滑
渋
幻
相
当
性

の
前
払
ん
と
な
る
一
目
的
解
決
」

け
市
汁
一
谷
山
は
体
の
河
川
貯
に
つ
い
て
も
、

い
か
な
る
ぬ
合
に
ー
ホ
国
内
久
史
に
よ
る
「
刊
的
解
y
時

が

相

当

、

よ

C
ふ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
J
h

ち
ろ
む
の
こ
乙
、
ノ
て

－i
f
コ
〉
、

：i
z
t
 

訴
法
一
一

取
る

w

J
が
で
き
な
川

汁
約
制
川
決
が
バ
ベ
ー
れ
｝
主
ア
い
官
ん
の
範
制
1

た
日
で
は
，
＼
ヘ
川
川

ま
で
？
丘
町
hv
今
日
ま

刊
的
解
決
が
注
さ
れ
る
ヘ
き
平
安
－
U
範

H
1

3乙；
ホ

の
向
山
1
4
と
し
と
従
え
る
こ
と
に
」
り
、
手
続
的
一
机
益
考
自
説
や

れ
る
も
の
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、
こ
れ
を
一
審
判
の
対
象
一

市
処
罰
川
出

遊
説
正
よ
う
に

一
宇
不
可
逝
阜
、
重
処
罰
の
川
山
起
と
レ
っ
た
、
本
米
、
裁
判
の
幼
力
ぷ

w

［
一
重
の
危
険
、
お
る
い
唱
は
、
一
主
起
訴

祭
fHM3
の
文
附

mr
お
い
て
扱
わ
れ
る
べ
き
問
題
ま
で
も
が
一
訴
一
訟
一
心
〈
」
日
的
件

り
T
U
一
位
い
し

限
罪

心
判
析
の
阪
に
考
践
に
入
れ

b
れ
る
、
」
と
に
な
る
の

C
為
る

し
か
し

の
一
ー
い
在
、
と
し
て
♂
叶
凶
分
、
更
の

理
詩
的
組
ト
け
か

ご
の
よ
弓
以
V
A
小
山
町
恋
心
従
い
川
は

（
弘
一
小
野
・
前
埼
叶
（
口
一
一
T
h

八
HY
以
「
）

二
日
）
小
当
勝
「
折
川
事
一
一
ル
一
J

注
目
に
芯
日
る
事
実
心
珂
位
し
し
寸
か
刈
一
叶
江
川
叫
究
山

m
E辛
口
問
斡
一
」
ら
ん
ヰ
ハ
主
一

刊
の
間
山
叫
ん
は
公
訴
及
ひ
転
伐
の
幼
心
の
範
川
む
同
区
一
じ
め
9
0
」
〆
一
寸

eo

一
山
川
一
二
の
内
に
一
い

t
小
野
前
出
向
許
一
〕
）

1
4
ヘ
豆
以
下
は
、
刑
判
示
川

ι条
が
、
一
公
訴
は
、
山
川
、
祭
山
小
計
に
し
た
段
南
コ
人
以
外
小

γ刊
に
そ
の
効
リ
ピ
疋
一
は
さ
な
い
L

E

v

r
＼
「
去
が
抗
起
刀
効
県
の
「
人
的
限
界
」
、
一
ゲ
一
定
め
ょ
っ
の
も
汁
比
－
て
扱
っ
て
い
る

一円
M

V

K

配
一
片
店
法
と
収
／
れ
γ

訴
土
門
に
コ

υる
J
4示
対
象
論
）
の
川
ん
比
、
つ
い
て
は
、
松
尾
治
山
一
古
川
事
訴
訟
法
J

，JA
で
ん
い
出
戸
出

J

一
法
ソ

救
出
七

υ
へ
化
ヘ
ヤ
｝
十
九
j

J

H

以
、
山
出
竺
山
い
「
刑
事
h
h
v吋
象
論
序
説
法
律
一
持
法
八
巻
・
一
号
一
ヘ
入
子
せ
六
百
一

与
J
J凶
υム
7P
昨、一

（
叩
ぬ
｝
戸
山
駅
川

2
U
π
｝
工
羽
訟
法
史
論

叩
ぺ
山
に
よ
令
も
の
と

v

て
い
七
c

1日iC＇つ1て（〕

ら
は
も
ち
ろ
ん
、
実
和
的
、
教
育
的
問
向
、
か
ら
も
望
ま
し
く
な
い

2
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
f

一条f'J ii司4ヲ7：決

、松廿
4
1

九
二
牛
〉

九
円
は
、
「
公
訴
の
f
h

可
分

八
日
ー
も
、

1

事
引
に
刀
河

レ）
1

掛
川
刊
の
荒
川
刈
九
ん
一
は
い
心
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ぺ
均
一
も
っ
こ
も
、
子
一
説
の
と
カ
に
は
、
詐
国
制
民
の
号
、
一
乙
で
も
（
判
決
。
汁
象
は
こ
も
か
く
、
二
審
問
也
九
リ
リ
刈
設
に
つ
い
て
は
、
か
な
、
ヮ

「

J

3

芯
ぼ
百
円
訴
丙
に
限
定
さ
れ
る
じ
げ
で
は
な
い
と

J
て
、
が
刈
汁
象
説
に
川
去
を
明
え
る
見
解
J
L
J
Y
ぱ／＼
L

込
い
（
代
玄
問
主
同
研
と
I
J
て、

J
－

uぺi

允
ー
訴
い
と
小
山
訴
事
宍

r
d
竹
論

J

一
引
何
々

f
ム
言
九
八
日
｛
一
f

〉／ニハん
1

ハ
頁
装
一

J

ぺ
羽
一
山
中
憶
に
一
『
公
ヰ
事
実
J

｝｝弔問
4

に
山
何
十
る
与
夜
2

川
1

吐
い
リ
ザ
子
↓
ヘ
ノ
岳
一

υ
寸
｛
ん
じ
ヘ
牛

J

ハ

員
J

は
、
一
川
一
川
一
売
す
す
訟
涜

（
け
よ
乙
ご
と
川
ノ
亡
、
『
八
人
訟
の
対
象
目
、
〆

L
て
の
『
去
訴
事
実
”
ば
、
判
～
1
1
h
h
7
P
Z
J
一
れ
け
体
の
形
成
が
、
つ
ま
る
乙
こ
っ
「
小
訴
事
支
u

（
ペ
ム
詐
心
U
J
b氏
）
心
同
に
に
一
、
い
る
共
通
い
L

一～トい
v

Q

ζ

い
う
が
て
幣
市
L
P
J
F
J
に川町

J
て
、
詳
川
町
民
か
」
ん
の
味
川

J
て
レ
勺
境
行
法

川一も
L

に
あ
J

て
は
、
J
U

、品
U
対
主
と
し
て
の
た
一
一
事
実
は
、
校
察
官
の
部
国
一
評
判
幻
対
象
一
心
）
パ
立
に
あ
た
フ
：
、
か
同
そ
れ
F4し
戸
り
完

成
刀
、
沢
民
事
実
一
公
訴
の
い
凡
安
全
土
共
司
」

L
て
L
る
能
川
内
に
ョ
ー
い
て
可
校

P

あ
る
と
い
う
昨
て
殺
詑
一
oJ
る
と
桁
摘
ず
る
c

（什
U

｝

H
以
門
。
前
市
ョ
斗
せ
い
川
、
丸
出

J

一
、
山
山
）
平
野
・
一
点
持
一
「
（
8
～
ゴ
（
〈

一
心
一
平
野
連
一

H
h
事
訴
訟
法
り
基
礎
起
訴
一
（
日
本
討
論
打
、
一
ー
九
九
何
年
－
八
百
円

一川
H
J

こ
の
と
門
に
つ
い
て
、

U
中
佼
土
ハ
ー
川
事
一
炉
心
配
訟
の
基
礎
迎
拾
に
mA
す
Q

ノ
ー
ト
（
一
｛
一
刊
一
司
I
山
仕
王
手
一
八
設
立
ケ
一
札
七
八
イ
）

一日ハ以

τ
、
同
下
よ
」

J

寸
ヘ
九
七
七
r
I
）
頁
以
、
、
同
九
在
一
サ
一
九
仁
じ

1
）
阿
川

j

一
以
↓
、
川
三
ハ
ノ
At同
守

一

九

八

午
一
一
山
円
以
「
は
、
〆
J
みネ
11

古
川
町
」
公
一
叫
幻
対
生
y

肝
し
、
叫
同
や
拝
刊
の
い
れ
わ
永
一
YJ
ん
ヱ
ヘ
き
で
あ
る
ζ

す

る

）

か

L
、
一
公
訴
i
了

夫

ぺ
J

公
訴
の
対
象
」
事
実
く
あ
る
し
ず
れ
ば
、
子
れ
は
、
松
察
官
ペ
＼
地
内
人
に
汁

f
匂
一
国
家
刑
罰
権
力
れ
も
止
心
不
凶
と
二
L
一J
の
と
行
住
之

土
＝
な
ず
る
事
半
、
Jλ

↓県川
l
、
町
一
昨
法
b

、
そ
り
一
公
訴
市
七
一
Jμ
バ

1

一
詐
医
ん
A

」釘～
γ

小
L
亡
一
「
で
4
叶
状
に
一
五
』
存
L
刊弘＼
J

れ川ロ
h

弘どいり戸ホLと
L
て

る

の
r
」
あ
ハ
ω
か
、
J、
古
凶
？
v
う斗一い↑一
f
許
判
U
H叫
争
h

l

4

ギハ羽、必め
λJ
川リ川削ぺ

一
（
臥
～
、
同
兄
川
肘
ば
、
八
ム
Jmr
市
令
系
か
『
h

ハ一寸日
r

の
対
象
u

と
し
て
考
、
↑
品
川
、
J

」
る
」
、
き
た
と
し
つ
つ
、
そ
の
「
型
前
的
以
降
的
一
天
伝
L

～
つ
い

ヘ
一
公
品
事
誕
一
ー
を
、
一
川
町
八
一
時
点
ヨ
は
、
一
同
誌
寄
刊
ろ
京
小
山
手
間
安
色
一
「
日
寺
訴
追
小
川
必
吏
：
円
一
－
14件
む
川
会
隣
決
心
、
主
ム
怜
一
乞
有
す

る
と
い
ミ
泌
範
的
状
ケ
二
、
あ
る
1
4

凶
問
、
被
！
人
店
、
六
日
乾
片
に
一
位
い
く
日
叫
に
一
前
九
と
ご
れ
川
的
に
引
決
さ
れ
る
利
ノ
ハ
w
b
h
rる
色
り
と

h
h
つ
規
乾
的
概
念
L

M

〕
し
て
捉
s
f…
m
i
－－と
r4能
に
「
る
こ

P
4挙
げ
る
が
、
刑
訴
法
一
条

F
仰
の
主
言
か
つ
づ
れ
ば
、
小
一
訴
事
支
」

は
、
ひ
戸
、
司
一
川
川
許
甲
山
苔
判
力
民
間
シ
一
面

F
る
概
念
一
一
1

J

て
Jι

ろ
匂
〈
、
き
で
は
な
い
か

一
、
羽
）
戸
一
1

え
ば
、
小
U
山
中
戸
い
再
来
、
斗
一

T
H
は
、
し
う
ま
r
L
J
O

ふ
い
こ
と
に
や
川
、
「
公
訴
！
予
実
心
向
性
ヘ
U
U

共一－

w

つ
い
て

r日J、
円問

h_ 
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1日iC＇つ1て（〕

考
察
す
る
幻
に
け
収
、
も
戸
単
畏
と
の
は
訴
品
情
品
心
田
川
毘
～
戦
出
＋
誌
か
む
」
早
者
去
か
J

ζ

の中旬
hd
－
に
お
h

－L
明
利
だ
設
は
川
川
一
h
J

か
話
国
か
）
J

〆
、
両
｛
屯
す
る
こ
と
く
あ
る
と
す
る

P

一品一
F

引
野
・
前
出
拘
干
ヘ
U
J
L

江い品、

ぺ
一
七
一
松
原
・
前
掲
計
一
I
J

一
ハ
六
日
リ

（
品
一
↑
耳
川
e

h

持
1
h

－J
6
一

一
品
乙
川
野
e

前
持
一
士
山

J

一ハ戸、

一川
v
H
V
7
w一
山
持
井
（
三
五
七
八
円

C

ヘ
日
一
松
尽
告
別
一
川
川
半
長
訟
法
J
V
基
礎
叫
ん
ゐ
［
｜
ノ
γ
一
の
足
代
的
状
況
に
コ
L
L
の
一
考
さ
法
泊

μ
報
凶
へ
ん
一
己
ヘ

J

号
ヘ
一
九
仁
八
平
一
同
一

日
刊
は
、
検
察
一
1
1
v
Y
F
r

れ
に
つ
レ
て
心
刊
判
乞
ぷ
め
て
公
一
み
を
祝
日
ピ
ー
に
」
犯
早
川
市
一
説
、
「
な
わ
ち
、
消
ぷ
｜
心
事
刊
の
い
川
家
計
寸
九
は
わ
ち
公
訴

事
了
、
だ
と
考
乙
れ
ば
、
「
小
寸
評
山
下
十
J

ぷ
の
誌
と
含
む
条
九
人
ヘ
一

μ
ハ
条
一
項
店
、
お
よ
び
条
一
一
広
一
は
す
べ
て
箆
単
に
刊
群
で
一
き
る

と
志
う
と
し
、
訴
同
メ
ヘ
h
k
u
A
心
ィ
一
慌
山
デ
引
い

J

一
円
川
小
南
米
り
巾
」
訴
事
尖
の
印
公
は
軒
川
に
な
る
は
ず
だ
乙
す
る

v

ま
に
、
一
弁
e

前
掲
引
円

、
別
｝
一
八

πも
、
一
f

守
』
の
ほ
か
に
ハ
パ
プ
斗
ヲ
人
十
六
カ
あ
↑
ら
三
uqJ

に
併
釈
訟
上
の
ぬ
引
な
げ
も
き
お
こ
ー
て
い
る
の
て
あ
オ
ば
、
江
弘
誌
と

し
立
は
、

L

公
訴
中
支
」
日
拾
わ
J

境
行
法
の
そ
え
か
ら
削
出
子
る
の
が
出
で
民
三
ノ
L

Y

〕
日
号
、
…
士
－
い
裕
一
公
訴
半
た
わ
同
一
什
」
恥
H

脇
市
庁
我

川
町
パ
＋
↓
持
祝
計
指
文
民
明
市
民
主
け
［
い
ム
同

T
～
駕
h
i

一
呪

L
勺
］
科
祝
賀
論
文
生
卜
古
一
、
成
T
：
牛
、
九
一
）

4
）

二

へ

貞
3

糸
川
、
二
公
訴
土

rz

つ
可
性
一
審
判
対
象
｛
U
4
仕
」
一
｛
川
以
！
人
理
民
主
味
ρ
郎
、
心
wtrμ
戸T
い
問
。
前
判
刈
象
と
？
ン
て
河
で
あ
る
、
あ
る
J

円
山
、
年
寸
」
〈
レ
r
t
J凶
手
絞

り
税
収
f
H
ψ
れ
に
お
り

7
0
h
こ
い
一
こ
こ
て
あ
る
L

〉
ず
る
ハ

ペ
ロ
一
泊
希
同
一
公
訴
の
提
起
治
行
乙
詐
回
一
法
子
判
救
呈
二
九
八
け
で
、
一
J
コ
五
年

F

六
七
豆

d

戸
山
一
ご
の
戸
、
山
間
I

J

二
三
国
Ht

古
同
情
？
と
兄
了
ハ
じ
言
、
は
、
現
存
》
h

ふ
り
か
え
れ
ば
、
零
刊
の
汁

J

象
は

J
F国
か

「

出
f
d
時
代
の
〕
ヘ
ヘ

訴
事
支
一
刀
と
い
う
民
監
投
下
一
円
作
が
ら
品
川
立
、
は
な
ノ
＼
十
れ
は
仮
象
の
向
山
町
市
（
長
J

L

J

一
と
し
、
に
の
で
つ
な
G
味
心
一
審
行
J
J
川
象
論
一

は
、
そ
の
原
一
一
史
的
何
々
を
終
子
一

L

じ
叶
は

M
t
る
が
、
一
一
一
二

ru、
訴
凶
変
更
の
限
界
な
い
し
旦
れ
が
審
判
は
ま
り
問
題
で
あ
る
こ
と

そ
れ
山
作
は
議
論
の
p

羽一倍、
r
一
ご
れ
て
？
プ
灯
一
ふ
ん
W

G
市
忠
わ
れ
る
）

ヘ
叫
）
巾

p
e
前山伺

f

ユ
寸
｛
均
八
口

一
一
ど
校
日
当
－

w
一
山
持
井
（
l
～
一
百
六

C

一
公
ー
叫
事
実
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r日

ぺ
町
一
鈴
木
茂
間
一
『
公
ヰ
事
実
の
司
河
町
1
Z
4

前
一
同
一
続
問
亨
4

訴
訟
の
型
公
捻
込
卜
吉
町
｛
f
K
1
7

ん
て
パ
ベ
化
ハ
ノ
ニ
一
一
一

（
片
山
一
↑
汗
・
目
指
？
火
花

Jτ
一
円
勺
三
た
、
松
4
L
T
l
内
「
刑
事
…
？
な
の

L
や
理
論
」
河
「
刑
事
コ
ピ
r
h
決
議
r
叩
茶
』
云
安
利
、
一
円
一
〈
リ
問
イ
ー
一

ハ
戸
日
以
ピ
L
参
照

J

ぺ

m
m
F
H
寸
野
・
前
掲
計
一
ね
～

rAυ

ヘ
回
一
品
jFv弐
主
目
弔
訴
八
六
法
二
仇
い
け
る
h
川
町
六
川
町
向
性
一
一
」
法
昔
肯
住
川
ヘ
巷
九

3
－
九
二
年
）
三
九
戸
（
）
公
ロ
て
い
門
。
八

日
刊
は
、
川
明
記
古
川
？
に
〕
レ
し
は
、

E
E
山
ん
古
川
但
ノ
心
貯
界
に
於
ド
る
内
A
4
7
1
川ベム
j

六
在
ど
山
u

眠
す
る
も
の
に
ふ
一
山
川
一
ず
1

ノ
亡
、
市
川
ハ
ノ
ハ
一
世
主
に
引

J

ず

る
訴
訟
下
作
山
一
両
一
尚
町
九
一
－
Z
L口
上
ロ
ム
ヂ
在
を
d

ゅ
ー
す
る
に
い
吋
ざ
山
一
と

L

「
起
号
、
J
寄
終
結
決
定
及
び
判
決
は
、
川
｛
什
歴
史
的
事
ド
主

士
山
仇
わ
扱
わ
れ
允
は
な
h

む
の
ご
あ
る
が
刊
日
公
友
一
軒
ん
法

ι阪
M
m
p
k
h
L
山
川
失
当
で
ふ
？
？
町
一
乙
す
る
が
、
平
一
。
川
！
一
を
、
一
公
判
ご
川
叫
ん
亡
者
間
一

旬
結
山
夫
、
起
訴
マ
リ
ヨ
山
下
終
結
十
八
J

だ
の
対
主
た
ァ
主
で
六
日
目
、
併
記
先

U4Z山
山
早
に
店
主
る
一
一
乙
ぷ
判
明
す
る
場
人
口
も
ホ
り
得
る
て
；
己
弐
め

同

J、
円問

一
ω一
松
原
市
山
一
川
事
訴
訟
法
人
ど
JTμ

お
w五
川
一
法
J了
凡
校
卒
九
ハ
ケ
三
九
八
年
一

τ五
円

一円川

J

1
円
以
提
出
「
刊
か
）

1
3
H
山
山
、
「
み
刊
サ

o
t
p
J婦
一
段
と
、
問
古
悦
刊
刊
の
も
♂
ノ
嫌
疑
と
は
川
町
犯
ぶ
ー
も
り
ご
し
に
a
る
と
、
同
作
一
一
F
P
仏
に
記

載
さ
れ
に
－
A
同
ば
、
問
疑
心
化
体
て
あ
J

＼
は
な
円

ω
い
ば
す
で
十
J

ノL
れ
は
ら
ん
バ
一
、
杭
祭
d
h
yベJ
H

明
し
よ
ニ
ノ
／
ず
る
こ
一
去
り
が
何
日
hp
小

寸
も
幻

L
Fぎ
ま
せ
ん
つ
ア
れ
は
ま
さ
に
ん
は
形
成
心
リ
寄
で
あ
J

亡
、
ぞ
の
込
映
で
は
な
い
の
で
す

h

ト
か
ろ
4

、
そ
れ
は
術
祭
宮
山

主
張
じ
あ
）
て
、
味
疑
で
は
な
い
の
で
す

F

一d
Nは
、
構
成
主
杵
に

mwy
一J4
J
F
Q

具
体
的
な
才
ヤ
ソ
「
て
す
が
、
り
て
川
市
た
と
は
、
存
存
ず
る
市
下

主、

zrw
さ
、
礼
子
市
干
字
、
で
は
な
’
＼
一
一
五
マ
れ

A

」
ポ
パ
穴
、
観
念
形
訟
行
／
一
心
事
実
に
ず
き
な
い
♂
て

γ
一
三
何
抑
「
る
し
仁
川

t
、
訴
同
日
店
、

械
設
の
化
μ

戸
市
℃
お
っ
て
は
な
つ
な
い
か
ど
う
』
ば
乙
ち
か
く
ご
」
の
什
ピ
問
1

て
は
、
松
町
巾
｛

l
m宇
手
続
の
烹
不
出
4m
唯
一
成

！
と
中
、
ロ
ハ
〕
一
一
七
LY
以
上
を
む
均
一
何
一
「
介
在
す
る
行
計
五
、
証
明
さ
れ
川
下
五
ん
で
は
な
く
、
、
主
張
さ
れ
ん
事

P

士
、
観
ノ
シ
阪
急
一

f
b
－
予
要
に
す
ぎ
な
レ
一
こ
と
L

、
？
人
体
形
成
力
日
峠

ζ
Z
れ
る
こ
乙
民
別
出
口
題
で
之
、
少
な
ノ
と
も
、
前
括
は
「
公
一
守
対
象
一
市
一
一
、
一
公

訴
の
け
川
急
事
主
二
｛
け
刊
門
前
）
に
U

町
三
G
問
剖
と
し
て

U
Eベ
ノ
行
つ
一
れ
よ
戸
f

ま
と
、
日
厄
j
f
r

川
｛
山
科
長
一
刑
事
一
叉
店
出
の
芸
濃
山
仙
戸
阿

云
h
J
t
問問、

k
六
六
午
、
八
八
日
〔
出
古
陥
は
、
現
行
川
説
法
τ
三
お
す
7

匂
一
心
、
訴
市
？
？
ん
の
枇
今
一
に
吉
、
山
什
心
J

う
二
。
凶
以
査
1J

ら
公
判
デ
述
ヒ
マ
二
廿
H
し
て
形
攻
え
「
れ
る
夫
岱
～
嫌
疑
」

rvqえ
を
」
」
の
乙
き
な
い
時
打
一
子

J

て
、
一
起
一
ヰ
松
一
ヌ
リ

Z
4に
－
三
？
に
技
ん
げ

し
三
判
は
断
絶
1

）
、
」
と
と
の
い
お
川
町
ヘ
枚
察
一
h
の
也
く
友
製
や
及
川
川
川
心
心
刊
以
外
に
五
ヰ
ず
る
パ
上
、
体
U
川
、
’
ぬ
れ
に
存
観
的
に
あ
匂
と
1

J

て
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1日iC＇つ1て（〕

も

、

わ

わ

む

れ

の

認

識

3
外
に
あ
り
、
、

7引
か
一
訴
一
訟
市
山
政
正
出
、
松
此
へ
？
れ
る
わ
円
に
は
い
カ
な
い
一
！
〕

21γ
附
ム
ゲ
一
封
一
司
「
る
4

1

J

か
｝
、

厳
問
～
は
、
「
主
体
」
で
戸
め
る
か
T

小
川
か
し
い
ろ
問
組
J

惚
A
H
V
九
一
一
明
日
刊
を
泊
刊
ノ
て

E
Jて
山
中
立
さ
れ
る
妹
涜

t
w？
？
h
y
f
h
u
h
J
L

い
う
山

E
t口、

M
rし
と
論
ず
る
べ
き
と
品
工
つ
う

ぺ
川
山
一
帆
M
h
t
e
前
掲
許
一
日
日
」
同
」
π
以
卜
は
、
高
山
川
汁
設
現
に

ν了
り
、
話
口
上
刀
審
判
の
け
川
ノ
ち
が
す
な
わ
ち
公
訴
1
4

主
だ
一
己
一
7
J

え

Q

べ
き
だ

／

L
e
こ
り
抗
率
一
九
、
引
任
論
的
、
実
際
的
7

乏
し
て
敦
奇
的
」

JZ
悶
引
山
菜
づ
く
よ
ん
円
で
あ
る
と

f
る
ュ
ナ
ぼ
わ
ら
、
世
論
的
」
に
は
、
一
存

図
対
象
付
一
合
政
院
す
れ
川
町
、
恒
誕
の
ベ
ム
許
主
す
ノ
心
間
配
合
同
伽
用
に
と
る
ほ
オ
で
ゅ
の
わ
、
一
更
際
的
に
は
、
－

uh誌
に
卜
μ
長
＼
ょ
の
つ
「
に
1

て

J

し
、
ヤ
な
く
と
も
1

4

っ
た

U
は
九
一
」
れ
へ
り
郷
愁

μζ
一t
ノ
ム
に
断
わ
切
ハ
て
、
い
需
給
却
前
U
佐
山
に
努
め
る
父
長
一
で
の
り
、
言
行
、
技
官
的
一

に
い
、
一
J
H
事
訴
訟
辺
守
の
川
町
刊
九
げ
の
劫
て
、
：
ず
い
ト
亡
の
で
ヲ
ル
子
、

1A下
し
い
浪
費
を
ρ

じ
ご
い
る
状
弘
吉
改
乙
「
す
べ
き
で
あ
る
と
γ
る

三
い
ど
校
正
問
。
前
出
河
井
｛
川
、
叫
は
円
。

一
、
恒
一
）
ご
の
点
に
コ
い
て
、
鈴
木
戊
耐
火
詳
事
実
。
同
作
」
尉
瀬
川
淀

H

多
旧
民
主
市
計
｛
ノ
川

Mr…
中
川
上
～
店
主
一
世
A
L
L
h
t
h

ヘ
信
山
打
、
一
い
）

C

ザ
）
一
～
ノ
一
五
は
、
一
〔
刑
訴
法
一
＝
条
一
虫
、
の
也
旨
い
は
、
同
一

ι砕
い
引
手
続
い
え
ぷ
氷
山
ょ
官
一
ー
な
い
限
皮
て
訴
凶
変

E
が
認

ιん
れ
る
の

で
あ
コ
て
、
こ
の
間
h
む
と
注
目
〉
令
、
も
り
は
追
起
訴
か
か

J
L別
ょ
が
す
け
刈
お
す
べ
き
こ
し
し
を
明
J

か
に
）
よ
る
と
こ
ろ
に
あ
一
る
し
ラ
了
～
う
え
で
、

一
同
一
市
v
f
f十
祝
日
刈
争
戸
性
F

わ
恨
拠
や
作
府
中
自
体
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
刑
訴
法
主
体

ω旧
円
甘
い
を
陀
ま
え
た
忠
治
的
桁
刊
に
立
の
附
決
？
？
を

ー
や
つ
れ
に
い
る
こ
附
す
る
t
が
相
コ
で
れ
る
乙
ず
る
〈

（
店
一
↑
耳
川
e

h

持
1
h

－
刊
一
パ
パ
比

一郎
F

いhh？
前
拘
干
へ
は

J

一

〕
f
h
J

よ
り
共
体
的
に
は
、
ー
そ
の
手
枇
さ
て
パ
つ
汁
て
し
正
う
へ
会
か
一
、
一
也
、
J

皮
ん
で
わ
ノ
ド
L
fご
2

い
か

ゾ
い
一
つ
山
山
混
で
あ
る
一
一
さ
れ
↑
ハ
ー

（河川一

χ
似内、

EK3
・pm
h
招
訂
正
（
じ
づ
一
民
f
I

日
ソ
ロ
光
寸
口
〕
江
、

1

重
処
J
U

凶
信
一
必
」
に
コ
レ
亡
、
「
J

ど
も
と
↓
正
保
高
ム
ん
は
ぜ
再
定
さ
れ

f
b
の
カ
、
」
め
る
レ
は

j

…一J
h

y
午
μ
一
の
品
位
、
な
ず
要
件
司
氏
J

切
し
て
は
い
？
r
h
り
な
か
と
い
ろ
伺
い
ふ
に
よ
っ
以
っ
主
一
昨
；

L
f
t
A
一
内
に
限
れ

た
え
鮮
己
あ
る
手
目
指
す
と
c
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r日

「
八
ム
」
許
可
象
論

の
理
論
的
リ
思
表

四

J、
円問

I] 1 

の
塚
、
ニ

以
ト
に
お
い
て
倹
討
し
て
き
に
こ
、
古
つ
か
っ
は
、
訴
川
円
安
一
史
の

「
限
界
」
な
い
し
「
与
へ
U
」
は
、
「
事
昨
日
対
象
論

L
て
川
悦
う

M
F川
に
、

b
Lろ
、
一
公
訴
対
象
品
ー
の

蹴
と
し
て
位
計
づ
円
戸
ケ

1
5＼
、
ア
れ
を
、
一
裁
リ
リ
巧
む
存
刈
は
い
か
な
る
事
実

に
及
ぶ

h
f

－

Jい恨む
m
J
h
の
公
訴
は
い
か
な
る
事
実
に
及
ぶ

ζ

い
う
凱
白
人
J

ら
検
討
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る

で
主

GAF＼

？
／
y
J
、

？？
i
y
r
 

も
の
と
考
え
ら
れ
7
G
C

こ

u
ょ
う
芯
舛
併
一
ゲ
↓
前
法
と
す
る
芯
ら
は
、
ア
ハ
ム
訴
雫
字
、
の
同
一
一
時
）
は
、
文
山
j

足
旬
、

性

一
公
訴
の
汁
象
宅
主
と
し
て
の
川

昔
日
岐
し
、

d
N
J災
一
史
心

一
円
叶
百
な
い
し
一
限
界
と
は
、
巧
ど
れ
被
台
人
に
つ
い
て
、

て〉
~、

v~ 

ま
J

に
は
川
げ
れ
）
一
一
八
山

J

川

に
よ
っ
マ
追
及
す
る
と
と
が
ぎ
さ
れ
る
判
事
責
任
む
発
バ
i

以
同
と
し
て
検
察
行
に
よ
い
り
そ
の
存
在
が
、
張
さ
れ
う
る
事
実
の
山
野
間
は
ど

こ
ま
ゼ
か
L
Y

い
う
問
題
乞
意
味
す
る
こ
と
に
な
ろ
う

P

い
い
か
、
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、

公
訴
の
効
利
示

L
h
v
H

戊
び
つ
る
市
下
女
の
範
川
、
あ

る
い
町
公
訴
の
山
中
マ
と
な
る
事
一
五
一
り
乾
凶
の
同
地
訟
の
で
為
り
、
そ
っ
て
あ
る
と
ふ
や
れ
ば
、
「
公
訴
事
一
五
」

h
u

い
し
「
公
訴
事
実

の
同
一
性

の
け
斗
ハ
体
的
議
菜
、
も
、
「
公
訴
枕
〈
Z
の
内
科
、
あ
る
し
は
、
メ
の
p
t
義
と
の
関
述
に
お
い
て
検
討
オ
ゐ
必
語
、
巾
ず
あ
る
よ
三

l

に
同
h
h
u

れ
ゐ
し

121 

「
特
定
の
刑
事
事
件
に
つ
き
裁
判
所
の
審
判
を
本
め
る
意
思
表
不
」

／
「
工
I
L

｛
主
義
さ
れ

こ
こ
ろ
で
、
公
詳
ぐ
は

！ぇこ、
1
！
f
 

る
が
ご
こ
仁

特
υ心
人
に
も
仏
ハ
リ
実
現
引
い
1
V
H
ハ
体
化
き
れ
た
、

－
］
三
二
）

山
川

zhurリ
rL

出
家
の
側
か
ら
み
れ
ば
）

の
川
事
事
件

と
は
、

究
生
以
肉
？
仕
る
ボ
ア
件
、
あ
る
い
は

－
、
被
告
人
心
慨
ひ

郎
事
責
午
ー
の
発
生
以
川
内
T

〕
な
る
事
件
な
意
味
ケ

2

る
も
の
ζ

解
六

れ
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
公
訴
は
、
人
的
に
は
、

被
害
人
1

ご
乙
に
、
ま
と
、
物
的
に
は
、
一
土
怒
川
町
割
r他
の
八
ん
パ
1
m
j
ζ
な
る

手
突
、
た
る
w

は
ー
恥
事
古
ヰ
u

の
発
化
以
械
と
な
る
雫
実

こ
と
に
成

υ
ず
る
こ
と
に
な
ろ
戸
つ
一

ーム
ヶー
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こ
の
，
引
抜
の
も
と
で
は
、
「
公
訴
出
実
と

u、
険
祭
日
が

1

公
訴
の
対
九
W
4
8
斗
一
五
と
、
以
て
そ
の
存
在
を
1
1

京
ず
る
「
被
ど
u
人
に
け
汀

ず
る
凶
家
刑
罰
様
（
ま
た
は
、
川
内
μ

人
心
刑
事
e
R任）

の出品工斤
l

m

冴
と
な
る
事
長
L

を
首
味
し
、
し
た
が
ヮ
て
、
公
訴
事
実
の
可

性」

ζ

は、

川内
μ
一円人

rL刊
す
る
国
家
川
い
剖
椛
（
ま
た
は
、
被
升
人
心
則
市
事
長
粁
）

の
先
生
原
同
／
｝
し
て
検
察
官
出
そ
の
存
丘
町
王
張

ず
る
事
実
l
f
L
亡
の
河
性
心
で
意
味
す
る
い
一
、
ぐ
に
な
る
も
の
」
桝
ざ
れ
士
7
0

そ
う
で
あ
る
と
「
れ
は
、
山
川

J

斗昨法：一

－U

「
公
訴
の
対
旬
、
も
平
実
こ
し
て
の
同
一
一
牝
i

条
一
立
は
、
そ

れ
な
い
、
平
実
、
す
な
わ
も
、
け
の
妓
符
人
に
つ
い
亡
、
公
訴
r二
世
紀
～
時
に
お
け
る
芥
川
手
十
人
に
よ
っ
て
発
生
「
る
と
さ
れ
る
刑
罰
権

へ
ま
た
は
駅
事
責
任
）
と
日
刊
な
る
、
中
、
山
る
レ
は
新
に
な
出
家
刑
罰
権
、
ぷ
じ
た
は
府
川
事
責
汗
）
土
井
T
K
L
し
め
る
よ
う
な
事
実

ιよ
る
爪

事
口
一
日
じ
ハ
」
迫
止
は

公
一
一
争
安
心
同

性
を
パ
ー
ロ
一
「
一
A
M

も
の
と
し
て
、
一
同

ハU
公
誠
に
よ
っ
一
、
は
な
し
、
え
ず

ま
す
に
は

ιr

こ
れ
と

は
呉
ば
る
別
的
仙
の
公
一
併
に
よ
る
べ
き
こ
と
ど
定
め
た
も
の
と
理
制
り
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
ン

1日iC＇つ1て（〕

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
二
な
説
明
ご
つ
い

C
は
、
戸
川
ハ
パ
訴
事
実
の
凶
作
」
士
制
民
的
あ
る
い
は
夫
体
、
d
的
悶
七
か
ら
長
え
る
と

j
H
 

い
よ
ノ
占
に
お
い
て
、
訴
区
変
更
の
政
界
な
い
し
川
否
の
判
断
基
滑
に
悶
す
る
い
わ
ゆ
る
「
刑
託
悶
心
同
一
位
礼
申
処
罰
非
↓
防
iv

一
点
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、

L
と
が
ワ
て
、
、
れ
、
つ
の
見
解
い
対
し
て
い
情
帰
さ
れ
て
き
た
、
「
訴
因
の
可
げ
を
と
る
以
前
の
、
訴
訟

,3, 

一条

外
に

J

し

m’
存
在

J

な
い
国
訴
の
刑
H

剖
悶
心
な
る
も
の
を
混
同
変
更
の
寺
町
小
川
の
判
断
せ
な
円
と
す
る
ミ
と
は
、
当
白
川
e
v
h
士
A

J

式
的
審
判
対
象
論

／
）
来
た
し
て
調
和
」
2

る
で
あ
づ
七
二
か
と
い
つ
に
疑
問
、
あ
る
い
は
、
「
公
訴
事
実
を
実
存
的
に
三
ら
え
る
れ
法
的
在
所
か
っ
脱
却
し
、

訴
訟
L
L
実
在
「
る
の
は
検
察
官
の
、
ニ
張
と

L
て
の
訴
辺
の
み
で
あ
る
と
の
珂
訴
に
立
つ
ぬ
ム
ロ
に
口
、
実
体
的
な
刊
訂
住
そ
の
も
の
の

f'J ii司4ヲ7：決

使
仕
か
ら
八
五
昨
主
実
一
り
向
性
万
一
認
め
ら
れ
る
範
ほ
i

士
、
ヤ
い
得
的
に
寺
き
引
す
こ
こ
は
で
き
は
1

1

乙
い
っ

こ
三
h
i
T
J
5

1
1
7
i

一
白
石

の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
が
た
不
さ
れ
る
こ
と
？
も
相
父
↓
比
さ
れ
る

U

し
か
し
芯
が
ら
、
、
｝
こ
に
い
う
一
公
訴
の
対
象
半
完

J幹
仲

i
k
k
l
k
l
p
」

J

3

7

j

J

、

＝－

L
ロタ
L
I

［
立
右
手
L
l手
w

日
町
一
訴
尽
の
形
を
と
る
以

F

山
の

も
の
で

（！メ人民半、日：／三381 ］（〕71 '20;2_ 1. 



r日

I
3
、
「
ん
で
～
在
的
に
と
っ
乙
ら
れ
る
も
の
で
も
な
く
、
牧
察
官
が
、
公
訴
す
行
ろ
に
あ
z人
一
り
、
そ
の
対
象
と
、
）
て
、
被
H
門
人
に
対
「
る

臼
家
刑
日
棒
、
、
ま
た
は
、
地
問
己
人
の
川
市
引
責
任
）

のパ北パ
1
M
M

凡
と

L
て
そ
の
ド
布
引
を
ニ
長
「
る
事
実
ず
あ
る
ロ
ル
う
と
あ
る

tγ

J、
円問

れ
ば
、

1公
訴
事
実
の
同
性
」
乙
は
、
ポ
凶
／
）
｝
科
目
心
閣
と
問
さ
こ
さ
れ
る
、
終
吉
人
に
対
し
し
凶
家
に
刊
罰
権
が
た
4
1
J
T
へま

に
は
、
紋
止
門
人
に
刑
宇
責
任
が
な
北
バ
」
7

tu張
」
；
し
て
の
日
一
性
を
意
は

rJる
、
て
／
」
凡
な
る
か
ら
、

い
ず
札
J
d
u
笹
川
乃
と

同一刊の

さ
れ
点
主
体
的
日
時
罰
権
の
は
以
れ
ら
を
か
ん
：
詠
国
心
的
で
も
相
主
記
さ
れ
H
N
る
も

↑f

よ
め
る
、
と
い
う
へ
き
で
為
市
う
ハ

亡
の
意
味
で

公
A

い
司
王
下
し
九

zy～
J

品
川
凶
と
荒
川
凶
と
の
比
較
の
同
町

実

在

直
J
1
γ
市一↓

4
4
L

の
品
川
訟
ょ
の

公
訴
苧

F

去
の
川
川

径
一
と
し
て
許
解
ケ
ノ
る
こ
と
と
、
そ
の
よ
う
な
一
比
較
一
を
恥
法
町
。
実
体
法
的
「
但
角
一
か
ら
J

J

勺
7
こ
と
の
慌
に
は
、
ヨ
ん
ら
矛
盾

日－

は
存
ノ
一
廿
ず
、
阿
訴
は
、
埋

JT
、
両
！
J
N

し
う
る
も
の
と
い
う
べ
な
で
為
る

さ
ら
に
、
、
一
む
よ
う
に

1

公
J

副
主
実

γ
」
公
引
の
対
象
事
実

と
し
て
四
時
解
す
る
こ
と
は
、
干
の
九
人
一
μ
に
忠
実
ば
市
川
併
で
み

る
だ
け
て
h
b
く
、
「
公
訴
事
実
と
「
一
品
問
」
、
み
る
い
は
、
刑
訴
法
二
斗
l

ハ
条
心
「
公
訴
事
実
と
同
氏
一

A

条
山
一
公
訴
事
士
、
の

同
一
位
」
と
の
関
係
を
説
別
す
る
勺
め
マ
も
、
有
益
Jt
、
や
め
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
〈
」

F
な
わ
弘
、
「
公
訴
山
中
」
一
実
、
炉
、

1

公
訴
の
対
象
山
中
」
一
実
と

μ

て
、
検
察
官
が
、

1

被
告
人
に
日
付
す
る
凶
家
刑
H

剖
怯
の
自
治
μ

以
肉
一
あ

る
い
は
、
従
ι一
門
人
心
刑
守
主
任
の
ム
士
一
高
凶
）
と
、
ν
て
、
そ
の
存
在
を
了
張
ト
ー
る
弔
完
L

日

ι
意
味
す
る
B

の
で
あ
る
と

F
れ
や
は
、
そ
れ

は
、
検
察
巳
に
亡
り
、
被
告
人
が
下
、
F
Aな
い
｝
包
む
件
じ
に
し
～
fd
一
ア
一
張
さ
れ
る
、

去
の
川
い
司
法
制
子
心
め
る
犯
凶
作
構
成
変
刊
に
↓
出
店
す
J

る
事
実
で
な
け
れ
ば
な
つ
な
い
こ
い
う
父
き
で
あ
ろ
う
0
1
J
ざ
な
り
、
被
何
人
に
対
し
て
日
家
刑
罰
協
怖
が
生
ず
る

へ
あ
る
い
は

人
に
刑
事
去
作
い
が
生
ず
る

ネ
一
ヘ
d
w
f
む
1ーホ

一（一
l

’
l
I
V

ー

：

「
巾
ょ
ハ
ナ
M

刑
罰
付
、
川
況
が
定
め
る
犯
搭
総
成
要
刊
に
誌
心
す
る
主

ま
さ
し
く

ず
ん
を
、
二
民
主
の
あ
る
時
尚
一
お
よ
び
場
所
ピ
お
け
て

一
定
け
万
件
…
に
ふ
り
字
、
羽
な
い

L
具
体
化
し
ん
ヘ
こ
こ
に
い
本
め
ら
れ
る
こ
μ

、
に
な
る

、k 人法学） 61 '" 40）川72[2υ12. 1、



刑
訴
法
二

起
訴
状
に
は
、
「
被
告
人
の
氏
名
を
の
他
俄
白
人
主
弘
之
「
る
に
つ
ん
り
ゐ
弔
取

の
ほ
か
、
「
公
訴
事
実
お

よ
と
「
罪
名

J
f
記
哉
1

v

な
け
れ
ば
な

J

な
い
も
の
；
、

L
た
え
え
で

吾
川
〆
、
三
h
j
j

I
、
：
／
仁

「f
I
d事
五
L

を
、
「
一
品
川
d
を
別
ぶ
し
て
こ
れ
キ

記
載
し
な
汁
れ
ば
な

J
L
J
A
J

、

前
凡
人
乞
肝
不
ア
る
に
は
、
で
き
る
限
り
時
、
ぬ
所
及
び
ト
刀
法
を
似
て
罪
こ
仕
る
二
イ
」
事
実
ケ
い
特
之

L
て
こ
れ
か
し
な
円
札
ば
山
、
勺
な
い
l

J

も
の
と

L
（
一
一
一
心
二
、
ま

P

勺

罪
名
は
、
適
用
す
い
＼
き
判
条
を
不
し
て
こ
、
札
を
記
説
L
、
弘
行
れ

三
工
、
つ
注
ハ

j

v

r

l

J

1

1

5

 

山
口
守
必
め
る

の
提
起
に
あ
た
っ
て
は

の
対
象
こ
さ
れ

日
↓
イ
ベ

J

U
V
？と

の
は
、
ま

3
L〈
こ

る

事

件

ゲ
＼

L
L
C
対
象
と
な
る
人
お
よ
び
一
半
主
一
に
よ

J

と
も
に
、
そ
れ
が
一
罪
と
な
る
べ
き
一
迎
由
、

工
あ
る
い
は
、
「
被
告
人
に
前
山
主
且
つ
士
山
汗

4
さ
せ
る
べ

き
一
＼
宅
主
的
伝
律
的
理
由
主
刑
判
が
す
る
こ
と
吉
、
検
祭

du
に
耐
久
ぷ
ず
る
も
の
と
解
き
れ
る

ず
J

げ
と
ど
ち
、
ー
被
告
人
に
対
す
る

R
4丸v
叩
パ
品
存
心
ヘ
A
4
原
因
と
は
る
ペ
さ

こ
の
よ
う
な
即
解
の
も
と
で
は
、

説
内
一
と
は
、
検
察
行
一
円
円

こ
コ
、
f
L
、
z

b

v

L

V

J

 

一
一
む
凶
事
実
一
、

F
Gわ
ち
、

公
J

一川心
J

刈
象
事
実

1日iC＇つ1て（〕

「ド
J
と
な
る
べ
き
旨
を
k
張
「
る
事
実
的
出
律
的
現
出
の
H
八
一
体
的
な
山
川
訳
を
不
ず
も
の
で
あ
る
と
い
う
一
一
と
に
必
る

J
Eし

亡
、
刑
訴
法

丸
木
一
頃
は
、
こ
の
こ
J
J
V
L

叫
必
と
し
亡
、
心
訴
医
の
交
史
可
能
性
を
認
め
る
こ

2
に
よ
ぺ
同
一
ま
こ
は
単
の

公
訴
に
お
い
て
、

ふ
の
よ
う
な
、
彼
告
人
に
川
河
、

J

て
回
転
刑
剖
権
v
p
pん
止
に
ん

一
あ
や
し
は
、
被
バ
什
人
に
刑
！
一
頁
hvkd
バ

V
J

察
官
が
、
？
張
す
る
弔
円
売
的
・
法
律
的
民
日
の
円
八
体
的
内
訳
に
つ
レ
て
の
新
た
ゐ
で
張
を
同
町
了
ハ
J

す
る
巧
能
性
宇
一
認
め
る
一
方
で
、
山
山
間

一条

の
微
を
人
に
付
す
る
、
公
一
山
援
が
叫
に
そ
の
ぷ
い
十
什
が
土
保
さ
れ
て
い
に
事
実
f

ケ

rt
て
牛
ず
る
乙
さ
れ
る
別
γ

訂
権
／
一
は
異
な
る
、
あ
る

v、

ヲ
〕
め
る
－
で
？
当
事
実
の
ム
立
什
を
？
必
ず
る
こ
と
に
も
ふ
る
川
市
下
岳
民
刊
の
氾
夜
は
、

1

公
訴
事
実
何
J
J
円
件
キ

f'J ii司4ヲ7：決

中
じ
す
る
も
の
と
し
て
、
同
一
ま
た
は
単

り
公
訴
に
よ
っ
て

、
こ
れ
、
〕
は
具
、
h
q
d
A
巳
別
佐
の
ふ
ザ
パ
プ
誌
に
よ
（

ο父
、
き
こ
こ
を
え

め
た
も
の
こ
抑
刑
さ
れ
る

と
「
訴
凶
一

の
円
休
日
中
ん
と
め
く
っ
て
は
、
川
従
米
の
九
千
説
、
と
打
わ
行
、
審
判
対
象
款
に
お
日
J
G
J
A同
凶

と
こ
ろ
で
、
「
公
訴
苧
実

¥0 

）レ

キj)
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r日

対
象
説
の
？
J

場
か
円
一
、
「
一
刑
訴
法
〕

の
で
あ
わ
、
「
『
訴
因
山
一

μ
ヘ
条
の
八
ム
訴
半
パ
ス
は
訴
凶
と
、
二
l
J叫
哉
さ
れ
た
事
交
を
意
味
す
る
」

君
、
」
と
い
い
か
え
て
よ
U
4

、
あ
令
い
は
、
行
者
は
ー
ら
よ
れ
そ
れ
別
の
山
内
ペ
ヨ
っ
た
芯
味
内
容
7
5
4
汁
｛
ノ
減
念
で
は
な
く
、
。
河
ヒ
vAd

J、
円問

の
」
ミ
あ
り

L
て
は
い
日
ず
れ
か
方
が
あ
れ
ば
足
り
る
」
以
卜

「
両
お
の
区
別
ゃ
相
υ
け
の
凶
係
を
議
論
ア
る
こ
と
は
、
叶
市

収
入
珊
に
と
っ

ー
こ
の
小
川
川
端
も
な
さ
れ
て
き
た
。

ま
に
、
川
川
訴
法
ぶ
六
条
の
ー
公
訴
主
実
ー
と
同
法
一
二

粂

公
訴
市
下
↓
売
の
同
一
社
ー
日
比
係
に
つ
い
て
も
、
「
羽
行
法
で
は
、

［
刑
訴
法
〕

い
、
そ
の
工
掛
川
凶
の
変
史
の
浪
存
2
し
と
公
卦
宇
%
の
け
性
ハ
午
叩

W

、
の
山
者
は
一
ば
叫
す
る
方
、
ん
素
的
で
島
司
令

ー
仏
！
ハ
条
で
五
同
の
ん

J

パ
と
し
て
公
訴
卓
上

F

大
の

と
目
、
－
J
L

、
日
ノ
ご

2
2
？
J

i
E
L
－

L
i
t
－

－

J
J
7
L
 

の
主
張
す
る
訴
民
事
実
に
よ
り
特
記

一、
ーー、品川川

さ
れ
ど
刊
、
杯
的
な
犯
罪
事
実
が
審
判
片
象
だ
と
い
J

る
立
坊
主
剛
山
花
l
L
す
る
ん
ホ
ら
、

ネ
ボ
－

z旧引ハ
U

公
一
州
事
実
の
同

刑
訴
以
二

は
、
所
詮

J
J

川
凶
変
史
む
限
界
ピ
山
間
す
る

機
能
概
念

、
り
川
正
支
的
義
市
は
、
『
公
訴
事
実
P

の
分
析
U
J捲
れ
て
、

てr

／〉
0 

ii 

しつ 戸
独？？
円、
0 ' 
立そ
j長う
かだ
らと
十，， .r 
;;, :le 
ぎは
れ

ね公
な$
ら突

い仰向

と 1生

二
－
ま
ー
戸
三
、
J
h
l
ふ、

！
l
b
t
y
l
7
1
 

い
｝
乙
松
怖
い
引
な
さ
れ
て
き
二
。

(61 

訴
因

ζ

1

公
訴
山
中
買
の
問
係
に
つ
い
℃
は
、
た
し
か
に
、

1

訴
附
は
、
「
検
祭
店
が
そ
の
存
一
什
十
三
五
日
し
い

F
る
、
彼
告
人

に
対
寸
る
同
家
刑
罰
楼

、たり’心、み」仏、

1
J
i
v
f
f
 

の
北
川
丘
ぷ
図
こ
た
る
同

U
J
F

人
」
、
十
な
わ
ち
、
「
公
訴
の
対
向
い
改
訂
斗
一
実
を
一
口

仮
ι
一
円
人
の
刑
弔
ヤ
nH
仔）

す
も
の
て
あ
る
と
い
う

E
味
ミ
は
「
公
訴
事
実
こ
同
義
と
あ
る
が
、
そ
の
弔
安
か
ら
凶
家
州
出
棒
ヘ
主
七
は
川
事
責
粁
）
が
同
党
4
J
j

る
事
長
的
・
作
偉
い
的
埼
斗
の
具
体
的
内
訳
？
七
不
し
た
v
も
の
で
あ
る
と
い
う
む
味
で
は
、
「
公
訴
が
実
－
o
uり
も
「
事
パ
ー
た
の
弐
で
も
法
仰
い
い

一札一

構
成
の
」
什
れ
で
も
兵
体
」
パ
ハ
で
為
る
t

～一
0
2

が
ふ
ら
ぽ
ー
い
」
／
）
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
口

L
か
し
、
こ
の
ご
と
か
ら
、
訴
濁
y

｝
公
本
山
手
夫
。

ベ
白
山
川
や
ね
山
可
円
四
対
日
以
仰
を
目
的
A
M
γ

る
、
て
／
｝
は
、

解
釈
論
に
こ
ゥ
て
県
立
味
で
あ

去
る
レ
は
、
一
公
訴
事
実
と
訴
m凶
の
本
建
て
と
す
る
、
ア
こ
な
く
し
い
q

ず
れ
か
一
方
と
し
、
、
一
れ
に
呪
行
法
の
γ
荒
川
と
は
日
じ
性
質
及

、k 人法学） 61 '" 42）川74[2υ12. 1、



3
 

8
 

び
機
能
す
も
た
せ
、
れ
ば
、
同
じ
じ
的
を
リ
也
氏
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
は
疑
問
で
あ
り
、
ひ
し
ろ
、
反
汁
に
、

「
公
訴
事
実
は
、
一
判
請
の
胡
に
こ
の
よ
う
な

（
日
夜
什
リ
村
山
本
｝

関
係
性
が
が
め
つ
れ
る
が
ゆ
え
H

い
ず
れ
も

iチヰ

交
を
え
え
る
上
で
、
－
末
広
法
ト
ナ
ハ
川
欠
な
役
草
山
を
担
う
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
も
て
つ
に
思
わ
上
れ
る

／
、
そ
な
f
p一

性
t

心
斗
断
ー
が
、
ー
中
こ
い
～
寸
制
的

か
っ
そ
の
日
一
性
刈
断
に
と
っ
て
乙
が
盃
妥
て
あ
る
ー
か
こ
う
か
を
阿
川
越
と
す
る
も
の

刊支

日

訴
肉
し
）

っ
て
い
て
も
、
乙
乙
い
う
似
品
川
か
ら
み
れ
ば
日
じ

、
ー
公
訴
ボ
ア
宇
ヘ
ー

C
4め
ち
J
f
、、

お
よ
び

八
九
戸
、
現
手
%
の
河
川
吐
は
、

7

し
れ
ぞ
れ
、
一
公
訴
の
対
象
事
芙

お
よ
び
一
公
訴
の
対
象
干
克
と
し
と
の
川

ず
る
も
の
と
し
て
、
山
小
さ
し
〈
、
そ
の
一
拍
象
沌
一
ゆ
え
に
、
異
な
る
一
浜
田
一
肢
に
内
淫
山
4

士
見
出
す
た
め
の
一
組
角
士
提
市
寸

一
三
品
味

る
絞
心
z
t
あ
る
と
い
う
べ

よ
り
H
ハ
体
的
に
は

公
訴
事
実

が
二
一
色
叫
む
対
象
事
実
一

、

2
［
て

検
察
行
が
そ
の
存
J
t
J
Y
、
張
す
る

一
被
告
人
に
対
し
ザ
ヘ
附

1日iC＇つ1て（〕

家
刑
罰
権
を
党
ゴ
主
せ
る

の
訴
医
の
問

ま
ー
一
に
ん
以
単
一
心
国
家
川
！
市
憶
が
〈
発
生
さ
せ
る

一
あ
る
い
は
、
被

p
人
一
け
刑
事
責
ιー
を
発
生
さ
壮
る
）
原
因
と
な
る
事
実
を
当
一
吃
り
る
と
「
す
れ
ば
、

1

公

（
お
る
い

の
川
市
」
士
民
任
を
凡
ん
止
さ
せ
る
）
原
悶
と
三
ー
」
、
一
ぃ
l

摂
さ
れ
た
事
実
で
あ
る
か
rh
円
か
」
を
問
題
、
r

す
る
も

訴
事
五
、
U

同
一
位

「
殺
害
人
ぷ
川
い
え
同

下
／ 

k 

は
、
被
告
人
い
同

条
項
は
、
検
察
官
に
、

J

清
肉
右
辺
一
見
す
る
ご
と
に
よ
り
、
彼
口
人
に
対
す
る
川
国
家
刑
H

剖
杓
を
九
ん

h 

の
と
終
手
れ
、
刑
訴
法

一条

宇
さ
せ
る
よ
う
な
事
五
が
存
4
L
て
」
〉
一
に
つ
い
て
、
公
訴
提
起
初
乙
は
誌
な
る
門
容
の
ニ
張
キ

Tqrd詑
件
当
認
の
る

川
」
初
の
訴
河

r
幻
山
に
、
こ
の
主
ノ
な
意
味
で
の
公
一
山
の
対
象
事
実
、
二

L
て
の
河
一
悦
が
山
口
め
り
れ
な
い
事
実
、

f
k
ね
ち
、

r

公
み
主

f'J ii司4ヲ7：決

初
y

」
は
げ
円
、
日
る
、
占
め
る
い
は
新
三
な
間
一
剖
権
を
百
家
に
党
中
さ
せ
る
よ
う
な
事
実
に
ふ
る
被
告
人
－

um主
主
凡
午
＼
け
、
日
及
は
、

ず
ん
の
り
牲
を
山
古
ー
す
る
も
の
こ
し
て
、
は

まー
γ
は
山
手
一
の
一
ゲ
訴
に
〕
d

つ
て
は
な
L
え
ず
、
別
航
。

士
G

ベ
シ
し
こ
と
か
J
止め

ハ～ーも
U
と
在
九
町
さ
れ
る
w

一
と
に
な
る
。

ifiJ 
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r日

そ
つ
で
一
山
る
し
一
ゲ
れ
ば
、
刑
訴
法
一

μ
ヘ
条
の
公
訴
い
お
＼
デ
と
同
法
一
二
条
の
「
八
H
F
訴
事
実
の
同
一
性

の
関
係
に
つ
い
て
も
、

「
公
訴
事
実
の
可
一
件
の
実
珂
的
茶
常
」
は
、

ま
さ
ー

γ
＼
「
一
公
訴
事
実
」
概
念
の
分
杭
」
か
ら
存
き
心
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で

一
則
机
ん
心
の
意
義
お
よ
び
凶
係
を
検
討
ア
る
に
あ
ー
っ
て
は
、
そ
の
÷
ん
異
を
強
訓
」

3
0よ
り
ふ
、
む
し
ろ
、

v
ど
の
日
ハ
し
向
性
に
泊

J、
円問

Zい

Jう
’》

け
け
ず
べ
主
て
で
あ
る
と
い
h

つ
こ
と

ふ－
v

鈴
木
茂
前
川
平
九
よ
f
日
町
一
山
林
守
院
新
生
、
改
1
U
版
、
一
九

ιつ
丘
一
打
八
一
コ
n
c

ヘ
小
山
一
同
点
。
別
掲
計
－

U
）
一
口
六
円
れ
仏
、
鈴
木
o
r吋
掲
汗
三
一
↓
同
日
以
（

ヘ
刊
）
リ
ヘ
山
恭
苅
一
一
利
子
託
収
苅
ー
品
川
苅
の
久
γ
芥
回
心
附
に
公
詐
工
パ
の
川
区
が
認
め
と
つ
れ
P

J

一
例
一
判
例
タ
イ
ム
ぇ
六
へ
り
（

J
よ
九
一
山
、
沿
藤
景

AK
「刑山
ρ
訴
訟
法

I
』
主
印
刷
十
人
山
中
、
↓
〈
U
Cじ
斗
＼
パ
〆
ki一
以
下

長
一
一
小
阿
山
収
制
ザ
ミ
」
ノ
？
と
川
事
訴
訟
法
一
て
）
演
習
相
官
一
古
川
土
問
、
九
へ
八
九
1

J

R
（

l
、ハ

（
た
｝
［
八
選
。
前
出
河
井
｛
川
、
八
七
は
円
。

一
日
、
ヘ
産
。
前
掲
一
て
け

A
t口

ヘ
丸
一
之
、
一
守
三
六
の
い
川
一
件
エ
ヤ
一
訴
川
川
二
九
同
一
心
ぷ
杓
の
回
以
一

y
；
二
と
担
解
す
る
こ
し
て
ー
も
、
そ
の
こ
ャ
カ
ら
、
シ
心
比
較
一
一
二
一

統
的
あ
る
い
は
子
訟
以
的
九
回
山
か
h
J
’L
：
」
し
ど
立
て
が
、
州
訪
要
求
さ
れ
日
句
、
と
に
な
る
わ
汁
一
に
は
な
く
、
む
し
ろ
、
反
対
に
、
「
刑
事
ユ
υ

訟
が
刑
法
め
実
立
を
ロ
的
／
ず
る
い
U

一一
e

刊
法
的
関
い
の
い
性
三
許
ぷ
の
い
H
M
F
f
宅
政
つ
け
る
乙
い
ζ

の
は
、
い
わ
ば
当
帆
む
こ

J

い
う
べ
き
で
お
宅
奇
的
主
前
掲
司
制
）
ヘ
ノ
士
ロ
ど
。

（
百
一
ご
♂
上
ト
に
、
「
ヘ
ヘ
訴
事
当
」
川
、
一
、
「
h
A

一
昨
円
以
刈
良
市
予
｝
人
」
、
与
な
わ
弘
、
打
察
官
が
そ
の
ん
川
住
ど
政

rる
、
彼
出
入

w
Mす
る
因
不
刑

出
怯
心
気
rァ
h
y
尽
に
ぎ
G
事
実
士
意
味
す
る
と
」
Q

れ
）
件
、
十
れ
が
、
｛
あ
る
伊
い
の
二
位
ι

守
的
一
事
災
こ
し
て
の
い
料
息
子
、
ウ
こ
と
は
百
三
ー
が

た
い
よ
、
勺
に
同
！
わ
れ
る
に
な

f
な
う
性
牛
I
人
に
対
三
、
出
家
刑
罰
権
が
党
止
に
～
と

t
つ
た
め
に
は
、
刑
読
が
定
め
る
刊
祥
花
立
要
竹
に
ぷ

比三’
J

匂
平
安
が
、
同
川
人
に
】
ム

3
L
、
過
去
の
｛
正
日
巾
仏
関
e

場
一
明
v
h
n
い
亡
｛
止
の
方
！
A

h

d

っ
て
、
す
な
わ
ち
、
一
以
史
的
L

山口九体わい

ぱ

L
L災
現
さ
れ
に
の
で
1
ぜ
い
γ
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で

ιる

μ

ん
J

、
一
公
訴
L4

ノ
の
夜
也
に
コ
レ
て
一
堅
山
お

P
J
z
d
あ
ん
訂
寸
い
る
こ
と

に
つ
1
4
f
L
1
h
、
と
り
わ
け
京
国
刈
丸
Jhり
υ一場
J

叫んっ、

1

兵
実
は
ば
ル
誌
の
到
透
h
と
あ
る
一
と
ど
pir土
品
一

1
続
き
一

ι
刊
が
以
ト
、
途
中

L

I

、

7
1
1

ノ
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1日iC＇つ1て（〕

で
「
ほ
史
的
T

更
一
つ
話
会
一
r
r
i
J
軽
々
に
使
う
べ
き
も
の
で
は
な
し
へ
田
中
市
ー
公
一
品
出
J

合

す

の

目

立

一

殺

伐

論
ζ

三
更
治
一
川

μ
十
今
日
刑
宇
訴
追
一
寸
売
却
、
ル
パ
人
斗
二

4
向
、
）
一
と
勾
弘
川
お
：
あ
る
て
一
で
は
、
1

抹
一
一
史
的
事
l

六
一
川
4
m
v
、
「
古
だ
一
え
一
豆

油
刊
す
る
も
比
と
し
と
河
打
一
れ
に
い
る
引
を
J
1
3
r
も
一
い
け
史
的
事
実
ど
は
、
ー
ー
ら
J
乙
7
M問
、
一
い
円
以
は
戸
一
金
Jn

一
。
て
」
古
、
一
水
は
高
所

九
入

J

仇
d
に
流
れ
る
〆
｝
い
つ
に
、
あ
る
事
柄
に
救
出
に
云
1JJ
ハ
て
そ
つ
な
汗
M
M

ハ
行
人
以
下
支
さ
は
か
叩
く
五
十
山
の
忘
る
時
点
場
所
で
起

こ
ワ
た
L

さ
れ
ム
旬
、
円
に
と
の
、
凶
る
い
は
、
一
斗
性
心
一
も
つ
車
十
人
ー
を
喜
作
プ
ヨ
る
に
戸
J

ふ
一
三
己
、
“
つ
れ
3

「
豆
長
L

て
あ
る
九
J

汗
か
と
は
凶
山
岨
で

のJ
A
》

J

？
っ
て
品
。
｝
す
れ
ば
、
一
公
訴
主
主
一
心
両
川
に
つ
い
く
一
F
ド
史
均
」
心
唱
を
用
い
る
こ
L

は
、
一
…
に
与
一
一
ア
続
の
仮
設
相
μ
格
一
と
な

七、ト

f
圧
計
る
も
り
で
は
な
い
し
ι
ぃ
、
大
う
で
穴
あ
ろ
う
r

ヘ
九
一
鈴
木
茂
嗣
川
半
長
訟
法
J
V
長
上
下
問
由
民
』
成
文
中
、
九
八
ハ
牛

J

同

jEEUτ
ば
、
一
あ
る
明
石
ば
、
定
的

m
H
U

条
』
？
に
討
中
！
？

f
b
こ
介
に
F
ふ
り
て
、
日
ド
は
い
ノ
て
犯
川
平
日
な
↓
今
、
心
地
百
六
げ

I
i北
部
去
に
該
当
す
る
J

乙が一
J
F
注
目
に
勺
す
の
カ
「
詐
川
出
－

c

Fリ一パ
4

で
ゐ
旬
、

こ
の
別
ボ
は
、
犯
罪
の
？
時
、
同
附
、
方
法
ぺ
J

了
、
円
八
件
的
Jγ
中
士
三
「
ι什

r
疋
〕
〉
「
一
声
J

わ
れ
ね
ば
な
っ
一
な
い
一
し
す
る
）

一
円
一
一
阿
川
↑
・
削
拘
t
m
F
V
M

）
五
じ
λ
門口
r

（
刊
凶
｝
控
J

持
。
前
出
河
井
｛
問
、
ヘ
ア
引
は
円
。

一
山
、
同
点
。
前
掲
一
て
刊
五

thu↓いペ

ヘ
的
一
鈴
木
・
前
掲
叶
（
内
一
市
一
山
J

〈

a
J
H
P
T
1哉
「
♂
司
紙
芝
り
き
f
f
f
一
松
一
忠
治
山
弁
i

ム

1
耕
一
川
半
r

一
日
八
一
内
法
灯
ノ
ポ
ベ
一
一
有
安
潤
、
第
一
収
、
二
ハ
ン
（
ノ

4
｝

五

九

一
位
、
泊
向
。
前
掲
一
て
川
八
主
以

ぺ門
ω
一
向
膝
・
前
掲
斗
せ
れ
～
ア
ー
ヨ
リ

（
川
回
一
松
黒
e

h

持
1
h

－
川
一
川
門
計
一

一心
F

ま一
J

、
1
4
A
訴
事
実
一
と
誹
辰
一
L

工
日
義
と
し
、
一
公
訴
事
文
一
概
念
士
大
引
に
一
円
る
見
解
に
〆
い
v
y

よ
h
一
、
一
文
定
法
は
、
河
川
長
、
公
訴

事
山
ト
「
こ
っ
執
念
日
ど
常
国
り
位
に
民
？
）
だ
け
か
、
あ
〈
w
u
は、

Fr
限
、
訴
凶
L

い
ろ
何
＼
去
公
J
主
主
人
U
村山けい
L
r

り
人
れ
に
の
て
と
い
7
事

夫
主
説
明
し

οけ
れ
ば
な
白
つ
主
い
＼
ハ
」
ノ
16
侃
一
訴
出
、
公
訴
事
だ
」
同
「
刑
事
説
法
月
前
己
実
務
り
え
民
』
云
i
J
t
閥
、
ソ
一
コ
凶
年
、

斗
肖
」
し
し
小
v

批パ「
4
3

も
妥
当
〕
士
：

一
部
ィ
鈴
木
－

w
一山一掲井（り～

一条f'J ii司4ヲ7：決

日
仏
念
日
汁
析
と
離
れ
1
、
む
し
め
ぞ
れ
じ

四
J
H
I
h
、
「
ノ
「
日
宇
突
の
同

性
心
主
白
川
基
準
山
山
、
公
一
訴
事
七

（！メ人民半、日：／三もS1 JI〕77 '20;2_ 1. 



r日J、
円問

た
い
独
！
一
の
心
助
か
〉
晴
、
斗
刊
さ
れ
1

以
ば
な
一

J

な
い
一
乙

L
人
一
ろ
ン
で
、
一
訴
国
交
王
の
l

丸
山
内
品
川
出
十
日
一
レ
仁
川
ぺ
一
公
品
川
す
ア
ぷ
』
で
は
な
く
む

え
っ
均
一
一
的
に
「
刊
当
問
、
u

刀

汁

一

竹

中

性

LY
問
湿
し
h
u

べ
会
乙
で
あ
る
｝
i
y
L
7
C

）

IK

－
、
こ
こ
に
い
う
川
訓
問
、

υ」
が
、
「
伺

心
事
円
以
に
川
L
C

仙
の
出
向
山
口
ア
加
え
ら
れ
る
む
で
£
ー
、
し
と
が
p

工
、
甘
丸
山
を
加
え
る
ん
一
吟
の

T
況
も

U
て
去
る
べ
き
で
あ
一
句
、

こ
の
一
ふ
う
に
川
内
訴
訟
で
静
沈
オ
る

J
Y
7
E
京
前
Jm問
、
レ
デ
も
一
ノ
江
市
礎
た
G
犯
訟
の
叡
立
川
主
ιJ

公
訴
Y

曳
一
ア
人
に
一
は
カ
な
つ
な
い
一
－
す

る
与
え

i

万
一
百
合
引
回
虫
t

M

h

二
亡
ハ
）
を
U
B
慌
f

一
ず
る
J
a
n

わ
で
あ
る
μ

F

J

れ
は
、
一
公
訴

4
v人
の
［
向
性
の
I
U
M
H
的
主
準
L

法
、
三
三

L
，
、
、
一
↑
卦
f
i大
概
た
心
伝
析
に
円
ぷ
ご
」
Z

孟
い
か
れ
一
／
コ
、
き
も
の
で
は
は
い
か

一
幻
ィ
上
は
－

w
一
山
一
掲
井
（
つ
川
三
八
じ
れ
も
、
「
〔
刑
詐
法
、
二
立
ハ
条
一
じ
は
一
公
訴
事
γへ
一
が
m
v
C
村
人
ru
と
し
て
悦
店
さ
れ
、
三
二
朱
が
f
u

一
公
訴
事
ハ
弘
一
、
つ
い
て
一
一
同
山
（
有
挺
吉
田
川
町
四
に
し
て
る
の
1
1
0
る
か
ら
、
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